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論

説我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念

木

は

じ

め

に

我
が
国
に
お
い
て
、
受
益
者
負
担
金
制
度
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
大
正
八
年
の
旧
道
路
法

（大
正
八
年
法
律
五
八
号
）
お
よ

び
旧
都
市
計
画
法

（大
正
八
年
法
律
第
二
六
号
）
の
制
定
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
負
担
金
制
度
は
戦
前
の
都
市
計
画
財
源
と
し
て
一
定
の
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
昭
和

一
〇
年
度
の
東
京
市
の
場
合
を
見
て
み
る
と
都
市
計
画
財
源
の
う
ち
負
担
金
収
入
が
約
八

ｏ
八
％
も
あ
り

（表
１
、
２
を
参
照
）
、
今
日
と
比
較
す
る
と
、
都
市
計
画
に
と
っ
て
か
な
一り
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
結
局
は
都
市
計
画
関
係
者
の
期
待
し
た
は
ど
は
発
展
せ
ず
、
戦
後
に
な
る
と
わ
ず
か
に
下
水
道
施
設
に
つ
い
て
の
み
採
用
さ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
受
益
者
負
担
金
制
度
が
定
着
し
え
な
か
っ
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
桜
井
氏
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
①
公
共
団
体
に
明
確
な
賦
課
権
が
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
こ
』

，
②
国
有
地
の
よ
う
な
無
租
地
に
賦
課
し
え
な
か
っ
た
こ
と
、
③
行
政
官
僚
主
導
型
で
住
民
の
支
持
が
得
ら
れ
な
か
っ
た

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
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勇
／

法
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）

こ
と
、
等
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（表
ｌ
ｏ
昭
和
一
〇
年
度
東
京
都
市
計
画
事
業

費
経
理
状
況
）

＊
東
京
市
役
所

『
昭
和

一
〇
年
度

・
東
京
市
財
政

概
況
』
二
〇
七
頁
よ
り
作
成

※
前
掲
書
一
七
五
頁
よ
り
引
用

本表は昭和 9年度決算に依る。

国税は市税附加税の標準額とす。

府県税及市税には都市計画特別税を包含す。

区税には「 区に属する市税」の外学区税を包含す。

神戸市に県税なきは県費分担なるに依る。

備考 1.
2.

3.

4.

5。

合

　

　

計

財

産

収

入

納

付

金

負
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金

国
庫
補
助
金

府

補

助

金

財

産

売

却

雑
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入

特

別

税

市

　

　

債

二
〇
、
三
七
三
、
〇
七
五

八
七
三
、
〇
八
〇
円

二
七
、
八
三
七

一
、
七
八
八
、
五

一
六

一
、
七
二
九
、
〇
六
八

六
五
、
○
○
○

六
、
五
七
五

一
、

一
〓
〓

、
七
六
三

二
、

一
二
七
、
八
三
六

一
一
、
一全

〓
一、
四
〇
〇

(表 20各都市における負担金収入)

東   京 京   都 大   阪

税

税

税

税

金

県
個
隔
は
Ｐ
枢
担
計

額税
　
　
負

42,613,189

21,435,791

34,982,708

7,353,088

1,747,098

108,131,874

円
5,666,290

5,926,966

5,753,820

1,795,891

289,457

19,432,424

23,037,657

18,803,707

26,286,237

184,400

2,818,747

71,130,748

横   浜 神   戸 名 古 屋

税

税

税

税

金

県
個
備
帷
Ｐ
駆
担
計

額税
　
　
負

間
4,652,044

3,428,870

4,473,821

31,379

12,586,114

円
10,791,908

11,130,082

159,920

22,081,910

5,162,484

4,151,382

5,904,305

26.573

15,244,7“



ま
た
、
大
久
保
氏
も

「
受
益
者
負
担
の
実
施
に
は
土
地
の
科
学
的
評
価
制
度
の
確
立
や
、
受
益
の
程
度
に
つ
い
て
合
理
的
で
説
得
的
な
評
価

の
方
法
の
確
立
、
対
象
者
の
権
利
関
係
そ
の
他
多
く
の
技
術
的
な
問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
十
分
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
実
施
さ
れ
た
戦

前
の
受
益
者
負
担
制
度
は
、
土
地
所
有
者
に
多
く
の
不
満
を
残
し
大
き
く
拡
が
ら
な
い
ま
ま
戦
時
体
制
に
突
入
し
、
都
市
計
画
事
業
の
中
止
と

と
も
に
す
た
れ
て
い
っ
た
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

確
か
に
こ
れ
等
の
問
題
が
負
担
金
制
度
発
展
の
阻
害
要
因
に
な

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
住
民
に
負
担
金
制
度
が

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
旧
都
市
計
画
法

・
旧
道
路
法

の
受
益
者
負
担
金
制
度
が
十
分
な
発
展
を
な
し
え
た
か
っ
た
最
大
の
原
因
は
我
が
国
の
受
益
者
負
担
金
法
制
が
抱
え
て
い
る
根
本
的
矛
盾
に
根

差
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
我
が
国
で
は
受
益
者
負
担
金
制
度
が
前
提
と
し
た

「
利
益
」
と
現
実
の
都
市
計
画

等
に
よ

っ
て
生
じ
る
そ
れ
と
の
間
に
著
し
い
乖
離
が
あ
り
、
そ
れ
が
多
く
の
紛
争
を
招
き
、
さ
ら
に
、
か
か
る
紛
争
を
緩
和
す
る
た
め
に
裁
判

所
が
採
用
し
た

「
利
益
」
の
具
体
的
内
容
が
そ
れ
を
担
保
す
る
法
的
制
度
を
欠
い
た
た
め
、
自
治
体
が
安
心
し
て
徴
収
す
る
基
盤
を
失

っ
て
し

ま

っ
た
た
め
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
視
角
か
ら
負
担
金
法
制
の
前
提
と
な
る

「
利
益
」
問
題
を
中
心
に
戦
前
の
負
担
金
法
制
お
よ
び
判
例
の
問
題
点
に

検
討
を
加
え
た
い
。

（
１
）

こ
の
旧
道
路
法
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
佐
上
信

一
「新
道
路
法
ノ
概
要
」
法
学
協
会
雑
誌
三
七
巻

一
一
号

（大
正
八
年
）
七
三
頁
以

下
、
同

「新
道
路
法
ノ
特
色
」
法
学
協
会
雑
誌
三
八
巻

一
〇
号

（大
正
九
年
）
三
二
頁
以
下
、
池
田
宏

「
道
路
法
制
定
ノ
沿
車
卜
新
道
路
法
ノ
精
神
」
法

学
論
叢
第
二
巻
四
号
を
六
号

（大
正
八
年
）
等
を
参
照
。

法
律
新
聞

一
五
〇
八
号

（大
正
八
年
二
月

一
〇
日
号
）
は
こ
の
改
正
に
よ
る
負
担
金
に
つ
き
、
従
来
は

「
鉱
山
業
者
、
地
主
、
家
主
等
が
自
治
体
の
道

路
新
設
改
築
に
因
り
て
特
別
の
利
益
を
受
く
る
場
合
」
で
も
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
条
理
を
改
め
た
も
の
と
し
て

「
時
宜
に
適
す
る
も
の
」

と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
。
な
お
、
佐
上
・
前
掲

「新
道
路
法
ノ
特
色
」
は

「
道
路
二
関
ス
ル
費
用
ハ
、
原
則
ト
シ
テ
之
フ
国
叉
ハ
公
共
団
体
ノ
負
担

卜
為
セ
ツ
ト
雖
、
其
ノ
以
外
二
於
テ
、
特
二
利
益
フ
受
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
ノ
者
二
対
シ
其
ノ
費
用
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
フ
負
担
セ
シ
ム
ル
ハ
、
新
道

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「利
益
」
概
念
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法
経
研
究
三
六
巻
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（
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七
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

路
法
二
一
貫
ス
ル
精
神
ナ
ル
コ
■
」
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
「
現
二
全
国
各
地
方
二
於
テ
、
県
道
路
改
修
ノ
為
、
下
級
公
共
団
体
二
於
テ
潰
地
フ
寄
付
ス

ル
ノ
慣
行
ノ
存
ス
ル
ハ
ヽ
皆
人
ノ
熟
知
ス
ル
所
ナ
リ
」

（
一
四
二
〇
―

一
四
二
一
頁
）
と
し
て
、
そ
れ
以
前
か
ら

「寄
付
」
と
い
う
名
の
負
担
慣
行
の
存

在
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）

旧
都
市
計
画
法
の
全
般
的
特
色
等
に
つ
い
て
は
高
木
鉦
作

「都
市
計
画
法
」

（
『講
座
・
日
本
近
代
法
発
達
史
第
九
巻
』
勁
草
書
房
、
昭
和
三
五
年
）

一
二
七
頁
以
下
、
及
び
石
田
頼
房

『
日
本
近
代
都
市
計
画
の
百
年
』
自
治
体
研
究
社
、
昭
和
六
十
二
年
、　
一
〇
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
３
）

も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前
に
も
負
担
金
類
似
の
制
度
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
市
制

一
二
二
条
に
は

「数
人
を
利
す
る
営
造
物
の
設
置
維

持
其
の
他
の
必
要
な
る
費
用
は
其
の
関
係
者
に
負
担
せ
し
む
る
こ
と
を
得
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
町
村
制

一
〇
四
条
等
に
も
同
様
な
規
定
が
あ
っ
た
。

美
濃
部
達
吉
は
こ
れ
ら
が
一
般
に
「
税
」
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
中
で
、
こ
れ
ら
の
性
質
が
負
担
金
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
同

『
日
本
行
政
法
』

（有
斐
閣
、
昭
和

一
五
年
）
八
六
七
頁
等
参
照
。

（
４
）

桜
井
良
治

「
旧
都
市
計
画
法
期
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
制
度
の
問
題
点
に
関
す
る
考
察
」
都
市
計
画
別
冊
昭
和
五
九
年
度
学
術
研
究
論
文
集
第

一
九

号
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
５
）

旧
都
市
計
画
法
に
お
い
て
は
受
益
者
負
担
金
賦
課
権
者
が
公
共
団
体
で
あ
る
の
か
、
行
政
庁
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
年
の

内
務
省
の
省
議
で
次
の
よ
う
に
行
政
庁
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

「
受
益
者
負
担
金
ノ
課
徴
権
者
ガ
行
政
庁
ナ
ル
コ
ト
ハ
都
市
計
画
法
第
二
四
条
二
於
テ

受
益
者
二
対
ス
ル
負
担
金
ハ
行
政
庁
二
於
テ
滞
納
処
分
ノ
例
二
依
り
徴
収
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
モ
ノ
ト
規
定
シ
又
同
第
二
五
条
及
同
二
六
条
二
於
テ
行
政
庁

ノ
為
シ
タ
ル
処
分
二
付
イ
テ
ノ
ミ
訴
願
訴
訟
フ
提
起
ス
ル
コ
ト
フ
得
セ
シ
メ
タ
ル
点
二
於
テ
明
ラ
カ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
…
行
政
庁
ガ
課
徴
権
者
ナ
ル
コ
ト

フ
明
ラ
カ
ニ
セ
ン
ト
ス
」
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
栗
忠
七

「受
益
者
負
担
制
度

（
一
）
」
地
方
行
政
四
五
巻
六
号

（昭
和

一
二
年
）
六
一
頁
も

参
照
。

（６
）

大
久
保
昌

一
編

『
地
価
と
都
市
計
画
』

（学
芸
出
版
社
、
昭
和
五
八
年
）
二
三
頁
。

利
用
権
者
に
対
す
る
負
担
制
度
と
し
て
の
受
益
者
負
担
金
―
―
負
担
金
と
土
地
増
価
税

（
１
）

都
市
計
画
財
源
と
し
て
の
土
地
増
価
税
と
受
益
者
負
担
金

一
般
に
受
益
者
負
担
金
制
度
は
公
共
事
業
に
よ

っ
て
生
じ
た
開
発
利
益

・
地
価
上
昇
を
土
地
所
有
者
か
ら
吸
収
す
る
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ



て
い
る
。
仮
に
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
制
度
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
一
定
の
合
理
性
を
有
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
戦
前
の
我
が
国
の
各
種
負
担
法
制
で
は
地
主
的
土
地
所
有
者
に
与
え
ら
れ
た
開
発
利
益
を
吸
収
す
る
制
度

が
欠
如
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
土
地
保
有
課
税
と
し
て
の

「
地
租
」
の
課
税
標
準
た
る
評
価
額
は
、
実
際
の
地
価
の
上
昇
を
全
く
反
映
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
宅
地
の
場
合
、
明
治
初
期
の
法
定
地
価
が
明
治
四
三
年
ま
で
適
用
さ
れ
、
そ
の
後
は
そ
の
評
価
額
が
昭
和
六
年
の
賃
貸
価
格

へ
の
切
り
替
え
ま
で
適
用
さ
れ
、
こ
の
評
価
額
も
後
に
昭
和

一
三
年
に
評
価
替
え
が
行
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
し
、
こ
う
し
た
評
価
替
え
で

す
ら
急
激
な
負
担
増
回
避
の
名
日
で
一
定
額
の
上
昇
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
土
地
譲
渡
課
税
と
し
て
の
所
得
税
に
お
い
て
も
個
人
の
土
地
譲
渡
は
課
税
の
対
象
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
よ
う
や
く
昭
和

一
七
年
に

臨
時
利
得
税
と
し
て
導
入
さ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
の
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
土
地

「所
有
者
」
か
ら
の
地
価
上
昇
吸
収
制
度
と
し

て
の
趣
旨
を
徹
底
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、
土
地

「
利
用
権
者
」
に
対
す
る
事
業
費
回
収
の
た
め
の
負
担
制
度
と
し

て
の
性
格
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
以
下
の
二
点
か
ら
証
明
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第

一
に
、
旧
都
市
計
画
法
上
の
受
益
者
負
担
金
制
度
は
い
わ
ゆ
る
土

地
増
価
税
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
旧
都
市
計
画
法
の
当
初
の
法
案
に
よ
れ
ば
、
都
市
計
画
事
業
の
た
め
の
財
源
と
し
て
同
法
六
条
の
受
益
者
負
担
金
以
外
に
、
第

七
条
に
お
い
て
公
共
団
体
が
賦
課
し
う
る
税
と
し
て
①
土
地
増
価
税
、
②
改
良
税
、
③
間
地
税
、
④
戦
時
利
得
税
付
加
税
の
四
つ
が
明
記
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
間
地
税
と
い
う
の
は
い
わ
ゆ
る
未
建
築
地
税
の
こ
と
で
あ
る
が
、
改
良
税
と
土
地
増
価
税
は
よ
く
似
た
性
質

の
租
税
制
度
で
あ
り
、
前
者
は
純
粋
の
開
発
利
益
を
後
者
は
土
地
の
い
わ
ゆ
る
自
然
増
価
を
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
一
応
区
別

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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ユハ

↑

）

さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
内
務
省
が
都
市
計
画
に
よ
る
地
価
上
昇
吸
収
制
度
及
び
財
源
措
置
と
し
て
は
受
益
者
負
担
金
だ
け
を
構
想
し

て
い
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
租
税
制
度
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
蔵

省
の
強
い
反
対
に
あ
い
、
結
局
、
旧
法
八
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
土
地
増
価
税
等
の
名
前
は
条
文
か
ら
消
え
て
し
ま
っ

９た
。八

条
　
公
共
団
体
ハ
第
四
条
叉
ハ
第
六
条
ノ
費
用
二
充
ツ
ル
為
左
ノ
特
別
税
フ
課
ス
ル
コ
ト
フ
得
但
ツ
府
県
費
フ
市
二
分
賦
ス
ル
場
合
二
於

テ
市
力
営
業
税
、
雑
種
税
又
ハ
家
屋
税
フ
賦
課
ス
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
税
率
ヲ
定
ム
ヘ
シ

一　
地
租
割
　
地
租
百
分
ノ
十
二
半
以
内

一
一　
国
税
営
業
税
割
　
国
税
営
業
税
百
分
ノ
十
七
以
内

〓
一　
営
業
税
、
雑
種
税
叉
ハ
家
屋
税
　
各
府
県
税
ノ
十
分
ノ
四
以
内

四
　
其
ノ
他
勅
令
フ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ

し
か
し
、
土
地
増
価
税
が
全
く
否
定
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
内
務
省
と
大
蔵
省
と
の
妥
協
的
解
決
と
し
て
、
四
号

に
い
う

「勅
令
フ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
」
の
中
に
土
地
増
価
税
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
旧
都
市
計
画
法
公
布
後
も
内
務
省
は

何
度
と
な
く
勅
令
案
を
制
定
し
、
大
蔵
省
と
協
議
を
重
ね
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
大
正

一
二
年
の
勅
令
案
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と

以
下
の
よ
う
な
内
容
を
有
し
て
い
た
。

第

一
条
　
都
市
計
画
事
業
ノ
費
用
フ
負
担
ス
ル
市
町
村
ハ
ソ
ノ
区
域
内
ノ
土
地
二
対
シ
テ
ソ
ノ
自
然
増
価
値
額
ニ
ツ
キ
土
地
増
価
税
フ
賦
課



ス
ル
コ
ト
フ
得

第
二
条
　
土
地
増
価
税
ハ
土
地
所
有
権
ノ
移
転
ア
リ
タ
ル
時
又
ハ
法
人
所
有
ノ
土
地
ニ
シ
テ
十
五
年
以
上
移
転
ナ
キ
時
ハ
コ
ン
フ
賦
課
ス

第
二
条
　
土
地
増
価
税
ハ
土
地
所
有
者
ノ
有
償
移
転
ノ
場
合
ハ
前
所
有
者
ニ
ソ
ノ
他
ノ
場
合
ハ
現
所
有
者
ニ
コ
レ
フ
賦
課
ス

第
四
条
　
土
地
ノ
自
然
増
価
額
ハ
土
地
ノ
現
価
ヨ
リ
左
ノ
金
額
フ
控
除
シ
タ
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

一
、
土
地
ノ
原
価
額
　
ヽ

二
、
土
地
ノ
原
価
額
決
定
時
期
以
後
二
於
テ
ソ
ノ
土
地
ノ
改
良
ノ
タ
メ
投
ジ
タ
ル
費
用

有
償
移
転
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
前
所
有
者
ガ
ソ
ノ
土
地
ノ
所
有
権
フ
取
得
シ
タ
ル
タ
メ
ニ
要
シ
タ
ル
登
記
ソ
ノ
他
ノ
公
課

第
五
条
　
土
地
ノ
原
価
額
ハ
土
地
所
有
権
取
得
ノ
時
二
於
ケ
ル
価
格
二
依
ル
但
大
正
三
年

一
月

一
日
以
前
二
取
得
シ
タ
ル
土
地
ニ
ツ
ィ
テ
ハ

ソ
ノ
日
ノ
時
価
フ
以
テ
ソ
ノ
原
価
額
ト
ス
ル
同
期
日
以
前
二
城
得
シ
タ
ル
土
地
ノ
城
得
価
額
ガ
同
期
日
ヨ

，
大
ナ
ル
時
ハ
ソ
ノ
価
額
二
依

レ十
五
年
以
上
移
転
ナ
キ
法
人
所
有
ノ
土
地
二
対
ス
ル
第
二
国
以
後
ノ
土
地
増
価
税
賦
課
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
ソ
ノ
賦
課
ノ
時
ヨ
リ
十
五
年
前

二
於
ケ
ル
土
地
増
価
額
フ
以
テ
原
価
額
ト
ス

第
六
条
―
第
八
条
　
略

第
九
条
　
土
地
増
価
税
ノ
税
率
ハ
左
ノ
制
限
内
二
於
テ
コ
ン
フ
定
ム

増
価
額
ガ
原
価
額
ノ
百
分
ノ
十
以
下
ノ
場
合
百
分
ノ
五

″
　
　
　
百
分
ノ
十
ヲ
超
ユ
ル
場
合
百
分
ノ
七

″
　
　
百
分
ノ
五
十
フ
起
ユ
ル
場
合
百
分
ノ
九

以
下
略
す
。

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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要
す
る
に
、
そ
の
内
容
は
所
有
権
移
転
に
際
し
て
土
地
増
価
を
吸
収
す
る
、
い
わ
ば
譲
渡
所
得
課
税
的
な
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
譲
渡
所

得
が
所
得
税
の
課
税
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
事
情
か
ら
し
て
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
他
方
、
法
人
の
長
期
保
有
に
は
未
実
現
の

段
階
で
も
課
税
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
長
期
保
有
の
未
実
現
の
土
地
増
価
に
対
す
る
課
税
制
度
が
後
の
勅
令
案
で
は
個
人
に
も
拡
大
さ

〈じ

れ
、
そ
れ
が

一
層
増
価
税
の
制
定
を
困
難
に
し
た
と
も
い
わ
れ
、
結
局
貴
族
院
等
の
反
対
で
土
地
増
価
税
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
以

上
の
指
摘
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
現
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
旧
都
市
計
画
法
の
立
案
者
は
土
地
増
価
を
前
提
と
し
て
受
益
者
負
担
金
を
導

入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
両
者
の
関
係
、
す
な
わ
ち
受
益
者
負
担
金
が

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
計
画
に
よ
っ

て
生
じ
る
開
発
利
益
を
地
主
か
ら
吸
収
す
る
制
度
で
あ
る
と
す
る
と
、
土
地
増
価
税
と
の
関
係
が
理
解
し
え
な
く
な
る
。
そ
れ
故
、
む
し
ろ
、

両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
東
京
市
主
事
の
一
柳
幸
永
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

「事
業
の
及
ぼ
す
局
地
的
利
益
は
直
接
土
地
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
土
地
価
額
の
増
加
を
来
し
、
又
は
土
地
利
用
価
値
の
増
進
と

為
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
或
は
課
税
と
な
り
、
或
は
負
担
と
な
る
。
前
者
は
こ
れ
を
土
地
増
価
税
と
謂
い
、
後
者
は
こ
れ
を
特
別
負

３

担
と
謂
う
。
共
に
都
市
計
画
事
業
の
財
源
と
な
る
け
れ
ど
も
、
土
地
増
価
税
は
未
だ
立
法
化
す
る
に
は
至
ら
な
い
理

「受
益
と
は
土
地
の
利
用
価
値
の
増
進
を
指
標
と
し
地
価
騰
貴
を
そ
の
内
容
と
す
る
の
謂
で
は
な
い
。
故
に
土
地
の
利
用
権
者
が
、
直
接
受

益
し
、
必
ず
し
も
受
益
は
土
地
所
有
者
の
側
に
は
な
い
。
地
価
の
騰
貴
を
指
標
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
土
地
所
有
者
の
側
に
あ
っ
て
そ
の
受

Ｏ

益
は
土
地
増
価
税
の
内
容
と
な
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
特
別
負
担
と
は
別
個
に
考
察
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
崚

土
地
増
価
税
と
の
関
係
で
受
益
者
負
担
金
制
度
の
存
在
意
義
を

‐問
い
返
す
な
ら
ば
、
右
の
様
に

「
土
地
利
用
権
者
」
に
対
す
る
負
担
制
度
と

し
て
理
解
し
、
位
置
づ
け
る
の
が
論
理
整
合
的
で
あ
る
う
。



（
２
）

受
益
者
負
担
金
法
制
の
内
容
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
当
時
の
受
益
者
負
担
金
法
制
に
お
け
る
負
担
義
務
者
の
範
囲
か
ら
も
証
明
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（Ｊ

そ
こ
で
、
旧
都
市
計
画
法
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
制
度
の
規
定
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
受
益
者
負
担
金
は
旧
法
六
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

第
六
条
　
都
市
計
画
事
業
ノ
執
行
二
要
ス
ル
費
用

ハ
行
政
官
庁
之
フ
執
行
ス
ル
場
合

二
在
リ
テ
ハ
国
、
公
共
団
体
ブ
統
轄
ス
ル
行
政
庁
之
ヲ

執
行
ス
ル
場
合

二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
公
共
団
体
、
行
政
庁
二
非
サ
ル
者
之
フ
執
行
ス
ル
場
合

二
在
リ
テ
ハ
其
ノ
者
ノ
負
担
ト
ス

主
務
大
臣
必
要
卜
認
メ
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所

二
依
り
都
市
計
画
事
業

二
因
り
著
ツ
ク
利
益
ヲ
受
ク
ル
者

ニ
ツ
テ
其
ノ
受
ク
ル
利
益

ノ
限
度

二
於
テ
前
項
ノ
費
用
ノ
全
部
叉
ハ
一
部
フ
負
担
セ
シ
ム
ル
コ
ト
フ
得

こ
の
規
定
を
受
け
て
施
行
令
九
条
は
受
益
者
の
範
囲
を

一
般
的
に
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

令
第
九
条
　
左
ノ
各
号
ノ
一
ツ
ニ
該
当
ス
ル
場
合

二
非
サ
レ
ハ
都
市
計
画
事
業

二
因
り
著
ツ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
者
フ
シ
テ
事
業
ノ
執
行

二
要

ス
ル
費
用
ヲ
負
担
セ
ツ
ム
ル
コ
ト
フ
得
ズ

一
、
行
政
官
庁
ノ
執
行
ス
ル
事
業

二
困
り
公
共
団
体
ガ
著
ツ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
ト
キ

ニ
、
事
業
地
ノ
公
共
団
体
以
外
ノ
公
共
団
体
フ
又
ハ
上
級
公
共
団
体
フ
統
轄
ス
ル
行
政
庁

二
於
テ
執
行
ス
ル
事
業

二
因
り
事
業
地
ノ
公
共

団
体
ガ
著
ツ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
ト
キ

裁
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



法
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

三
、
事
業

二
因
り
生
シ
タ
ル
営
造
物
力
他
ノ
エ
作
物
卜
効
用
フ
兼
ヌ
ル
ニ
因
り
著
ツ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
営
造
物
フ

利
用
ス
ル
ニ
因
り
著
ツ
ク
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ

四
、
前
各
号
ノ
外
都
市
計
画
事
業

二
因
り
著
ツ
ク
利
益
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
内
務
大
臣
ヨ
リ
指
定
サ
ン
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ

住
民
を
対
象
と
し
た
負
担
金
は
第
四
号
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
負
担
義
務
者
の
具
体
的
範
囲
は
内
務
大
臣
の
指
定
を
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
大
正
九
年
に
制
定
さ
れ
た

「都
市
計
画
法
施
行
令
第
九
条
第
四
号
ノ
規
定
二
依
り
受
益
者
指
定
ノ
件
」

（内
務

省
令
二
八
号
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

都
市
計
画
法
施
行
令
第
九
条
第
四
号
ノ
規
定
二
依
り
指
定
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ
但
シ
第

一
号
ノ
期
間
二
付
イ
テ
ハ
事
業
着
手
ノ
時
ヨ
リ
時
ヨ

リ
之
フ
起
算
ス

一
、
都
市
計
画
事
業
ト
シ
テ
道
路
、
若

ハ
広
（劇

ノ
新
設
、
拡
築
又
ハ
路
面
ノ
改
良
フ
為
シ
タ
ル
場
合

二
於
テ
其
ノ
道
路
、
広
場
ノ
両
側

二
於
テ

内
務
大
臣
ノ
定
ム
ル
区
画
内
二
在
ル
有
租
地
ノ
所
有
者
但
シ
質
権
ノ
ロ
的
タ
ル
土
地
二
付
テ
ハ
質
権
者
、
十
年
ヨ
リ
長
キ
期
間
ノ
定
ア
ル
地

上
権
、
永
小
作
権
、
及
賃
借
権
ノ
ロ
的
タ
ル
土
地
二
付
テ
ハ
地
上
権
者
、
永
小
作
人
及
賃
借
人

一
、
前
号
ノ
区
画
内

二
在
ル
無
租
地
ニ
シ
テ
効
用
マ
タ
ハ
公
共
ノ
用
二
供
セ
ラ
ン
サ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
地
上
権
者
、
永
小
作
人
及
賃
借
人

さ
ら
に
各
公
共
団
体
が
右
の
指
定
を
受
け
て
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
を
定
め
て
お
り
、
例
え
ば
、
大
正

一
二
年
八
月
二
七
日
の
大
阪
市
告
示

一
〇
六
号

「
道
路
新
設
拡
築
受
益
者
負
担
二
関
ス
ル
件
」
で
は
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。



第
二
条
　
前
条
ノ
規
定
二
依
り
費
用
フ
負
担
ス
ル
者
ハ
新
設
叉
ハ
拡
築
ス
ヘ
キ
道
路
ノ
両
側
二
於
テ
各
奥
行
二
十
間
ノ
地
域
内
ニ
ア
ル
土
地

ノ
所
有
者
ト
ス
但
シ
エ
事
着
手
ノ
日
ヨ
リ
起
算
シ
十
年
ヨ
リ
長
キ
期
間
ノ
定
ア
ル
地
上
権
、
永
小
作
権
又
ハ
賃
借
権
ノ
ロ
的
タ
ル
土
地
ニ

付
テ
ハ
地
上
権
者
、
永
小
作
権
人
叉
ノ
賃
借
人
、
費
用
負
担
ト
ス

同

一
ノ
土
地
二
付
前
項
但
書
プ
権
利
二
個
以
上
存
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
最
後
二
設
定
セ
ラ
ン
タ
ル
権
利
フ
有
ス
ル
者
フ
以
テ
費
用
負
担
者
ト

ス
以
下
略
。

以
上
や
や
詳
し
く
受
益
者
の
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
見
て
き
た
が
、
借
地
件
等
の
用
益
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
土
地
の
場
合
に
は
、
土
地
所

有
者
で
は
な
く
借
地
権
者
等
が
負
担
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
う
ろ
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
こ
の
受
益
者
負
担
金
制
度

が
土
地
の
利
用
関
係
の
変
化
に
伴
う
利
益
を
前
提
と
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、

「所
有
権
者
」
で
は
な
く
土
地

「利
用
権
者
」
に
対
す
る
負
担
制

度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
土
地
増
価
税
が
地
主
層
の
反
対
に
あ
い
実
現
を
見
な
か
っ
た
の
に

翁

）

対
し
、
こ
の
負
担
金
制
度
が
導
入
さ
れ
え
た
こ
と
の
一
困
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
土
地
増
価
税
が
制
定
さ
れ
ず
、
地
主
に
対
す
る
開
発
利
益
吸
収
制
度
を
欠
い
た
ま
ま
で
、
土
地
利
用
権
者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と

は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
り
、
住
民
の
納
得
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
我
が
国
で
最
初
に
負
担
金
問
題
を
訴
訟
で
争

っ

た
と
思
わ
れ
る
原
告
が
借
地
人
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
麻
布
区
四
ノ
橋
天
現
寺
橋
間
道
路
受
益
者
負
担
金
過
重
負
担
期
成
同
盟
会
が
昭
和
五
年
九

月
に
内
務
大
臣
等
に
提
出
し
た
陳
情
書
に
次
の
よ
う
な
改
正
意
見
が
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
こ
の
こ
と
を
物
語

っ
て
い
よ
う
。

「
四
、
第
七
条
第
二
項
事
業
着
手
後
十
年
よ
り
長
き
期
間
の
存
す
る
地
上
権
、
永
小
作
権
及
賃
借
権
が
設
定
せ
ら
れ
た
る
有
租
地
に
付
て
は
其

の

『
地
上
権
者
、
永
小
作
人
及
賃
借
人
を
以
て
受
益
者
と
す
』
を

『
地
上
権
者
、
永
小
作
人
、
及
賃
借
人
と
地
主
を
以
て
受
益
者
と
す
』
に
改

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



法
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）

正
す
る
こ
と

理
由
。
借
地
の
場
合
に
於
て
受
益
者
を
借
地
人
の
み
に
限
る
は
不
当
な
り
。
純
理
の
上
よ
り
云
え
ば
道
路
の
新
設
若
く
は
拡
築
の
為
に
其
の

土
地
の
価
格
騰
貴
す
る
場
合
に
於
て
は
却
て
土
地
の
処
分
権
と
収
益
権
と
を
有
す
る
地
主
の
み
が
利
益
を
受
く
る
こ
と
と
な
る
。
加
之
所
有
権

は
借
地
権
よ
り
も
葦
固
に
し
て
二
つ
永
続
的
性
質
を
有
す
。
併
し
実
際
に
於
て
は
借
地
人
も
亦
借
地
権
の
騰
貴
に
因
り
、
其
の
利
益
を
均
霧
す

る
場
合
も
あ
る
が
故
に
借
地
人
及
地
主
の
両
者
を
以
て
受
益
者
と
な
し
、
両
者
負
担
の
割
合
は
土
地
の
状
況
に
よ
り
て
適
宜
に
之
を
定
む
る
を

２

）

最
も
穏
当
な
り
と
す
曖

ま
た
、
土
地
の
利
用
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
主
と
し
て
建
築
目
的
に
よ
る
利
用
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
他
人
の

土
地
に
耕
作
又
は
牧
畜
を
営
む
権
利
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
永
小
作
人
を
負
担
義
務
者
に
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
こ
の
点
も
強
く
批

０

判
さ
れ
て
い
た
。

倉

）

こ
の
う
ち
後
者
の
小
作
人
の
問
題
は
つ
い
に
戦
後
ま
で
改
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
前
者
の
土
地
所
有
者
よ
り
も
利
用
権
者
の
ほ
う

が

「
優
先
的
に
」
負
担
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
建
前
は
、
後
に
昭
和
七
年
の
内
務
省
令
で
以
下
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

第

一
条
ノ
ニ
　
本
令
二
於
テ
受
益
者
卜
称
ス
ル
ハ
大
正
九
年
九
月
内
務
省
省
令
第
二
八
号
二
拘
ラ
ズ
第
二
条
ノ
負
担
区
内
二
在
ル
土
地
二
付

左
ノ
各
号
掲
グ
ル
者
フ
謂
フ

一
、
有
租
地
ノ
所
有
者
、
質
権
者
、
永
小
作
人
、
地
上
権
者
、
賃
借
人
、
使
用
借
主
及
転
借
人
但
シ
、
永
小
作
人
、
地
上
権
者
、
賃
借

人
、
使
用
借
主
及
転
借
人
二
付
テ
ハ
建
物

（仮
設
的
ノ
モ
ノ
フ
除
ク
）
ノ
所
右
フ
ロ
的
ト
ス
ル
モ
ノ
叉
ハ
其
ノ
権
利
ノ
存
続
期
間
十
年

（事
業
着
手
前
二
設
定
セ
ラ
ン
タ
ル
利
権
ノ
存
続
期
間
ハ
事
業
着
手
ノ
日
ヨ
リ
起
算
ス
）
ヨ
リ
長
キ
モ
ノ
ニ
限
ル

（以
下
略
）
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υ

い
わ
ゆ
る
併
立
主
義
が
採
用
さ
れ
、
負
担
義
務
を
負
う
の
は
土
地
の
利
用
権
者
だ
け
で
は
な
く
、
土
地
所
有
者
も

一
定
の
分
担
割
合
に
つ
い

て
負
担
義
務
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
負
担
義
務
者
の
範
囲
の
拡
張
は
、
戦
時
体
制
に
入
ろ
う
と
す
る
時
に
あ
た
り
、

収
入
を
あ
ら
ゆ
る
形
で
確
保
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
土
地
増
価
税
が
制
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
土
地
所
有
者
と
利
用
権
者
の
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
伴
な
う
必
然
的
修
正
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

（
３
）

利
用
権
者
負
担
の
根
本
的
矛
盾

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
受
益
者
負
担
金
法
制
が
利
用
権
者
に
対
す
る
負
担
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
制
度
発
展
に
と
´

っ
て
の
致
命
的
欠
陥
で
も
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
利
用
権
者
に
対
す
る
負
担
制
度
で
あ
る
以
上
、
負
担
金
の
対
象
と
な
る
道
路
や
下
水
道
施
設
等
の
新
設

・
拡
張
等
に
よ
っ
て

土
地
の
利
用
関
係
に
著
し
い
変
化
、
例
え
ば
西
ド
イ
ッ
の
地
区
施
設
の
よ
う
に
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
建
築
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
な

変
化
、
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
が
国
の
都
市
計
画
法
制
は
そ
う
し
た
利
用
関
係
の
変
化
を
生
み
だ
す
前
提
を
欠
い
て
し
ま
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
当
時
の
内
務
官
僚
の
飯
沼

一
省
の
次
の
指
摘
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
元
来
受
益
者
負
担
制
度
は
、
都
市
改
良
事
業
に
因
り
て
著
し
き
利
益
を
受
け
た
る
者
よ
り
こ
れ
を
徴
収
す
る
も
の
た
る
は
論

を
侯

た
な

い
。然
か
ら
ば
其
の

『
著
し
き
利
益
』
と
は
何
で
あ
る
か
。
現
在
受
益
者
負
担
を
課
徴
せ
ら
れ
た
る
都
市
住
民
は
、果
し
て
い
か
な
る
利
益
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
法
制
の
下
に
於
て
は
、
幅
員
九
尺
の
道
路
に
沿
い
さ
へ
す
れ
ば
立
派
に
市
街
建
築
と
し
て
の
建
築
を
為

し
得
る
こ
と
を
公
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（市
街
地
建
築
物
法
第
七
条
、
第
八
条
、
第
二
六
条
）
幅
員
九
尺
の
道
路
に
接
し
て
建
築

を
為
す
者
は
、
恐
ら
く
其
の
道
路
が
将
来
十
間
と
か
十
二
間
と
い
う
が
如
き
幅
員
の
大
な
る
道
路
に
拡
築
せ
ら
れ
る
こ
と
を
予
期
ｔ
な
い
で
あ

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念

一
一一一



法
経
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六
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一
四

ろ
う
。
か
か
る
市
民
に
と
り
て

「
利
益
」
は
む
し
ろ
道
路
の
拡
築
な
ど
し
て
貰
わ
な
い
こ
と
に
在
る
。
前
面
の
道
路
が
突
如
と
し
て
予
想
も
し

な
か
っ
た
程
の
大
道
路
に
取
機
ら
げ
れ
る
こ
と
は
大
変
革
で
あ
り
、
大
な
る
生
活
上
の
不
安
に
暴
露
さ
れ
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。而
か
も
常

に
之
を
以
て
市
民
の
利
益
な
り
と
し
て
、
低
か
ら
ざ
る
受
益
者
負
担
金
を
賦
課
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
異
論
な
く
社
会
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ

き
制
度
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
吾
国
の
法
制
が
未
計
画
の
土
地
に
於
る
建
築
を
公
認
し
な
い
も
の
な
ら
ば
、
尚
弁
駁
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
前
述
の
如
く
幅
員
九
尺
の
道
路
に
沿
う
建
築
は
、
公
認
せ
ら
れ
た
る
市
街
地
建
築
で
あ
る
。
か
か
る
土
地
に
対
し
て
道
路
拡
築
に
伴

う
受
益
者
負
担
を
賦
課
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
甚
だ
不
親
切
な
る
制
度
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
受
益
者
負
担
制
度
に
対
し
て
訴
訟
の

提
起
せ
ら
る
る
こ
と
は
亦
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
崚

右
の
飯
沼
の
嘆
い
て
い
る
点
を
い
ま
す
こ
し
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。
我
が
国
で
は
大
正
八
年
の
都
市
計
画
法
の
制
定
と
同
時
に
同
法
の

姉
妹
法
と
も
い
う
べ
き
市
街
地
建
築
物
法

（大
正
八
年
法
律
三
七
号
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
よ
う
や
く
市
街
地
に
お
け
る

一
定
の

建
築
規
制
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
法
で
は
未
計
画
地
お
け
る
建
築
を
禁
止
す
る
と
い
う
制
度
を
採
用
せ
ず
、
わ
ず
か
に

「建
築
物
ノ
敷

地

ハ
建
築
線

二
接
セ
シ
ム
ル
コ
ト
フ
要
ス
」

（八
条
）
、
と
い
う
規
制
が
設
け
ら
れ
た
に
止
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
建
築
線
と
い
う
の
は

「道

路
敷
地
ノ
境
界
線
」

（七
条
）
で
あ
る
か
ら
、
道
路
に
接
す
る
こ
と
が
建
築
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
道
路
は

「本
法
二
於
テ

道
路
卜
称
ス
ル
ハ
幅
員
九
尺
以
上
ノ
モ
ノ
フ
謂
フ
」

（
二
六
条
）
と
さ
れ
、
し
か
も
道
路
法
の
よ
う
に
主
務
大
臣
等
の
認
定
も
要
さ
ず
、

「
公

有
地
で
も
私
有
地
で
も
叉
有
租
地
で
も
免
租
地
で
も
、
九
尺
以
上
の
幅
を
有
し
て
一
般
交
通
の
用
に
供
し
て
居
る
も
の
な
ら
ば
之
を
几
て
道
路

０

）

と
称
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
住
民
の
方
は
都
市
計
画
等
と
関
係
な
く
住
居
を
建
築
で
き
、
ま
た
実
際
に
建
築
を

し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
建
築
後
道
路
が
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
土
地
の
利
用
関
係
、
利
用
可
能
性
に
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大
阪
市
主
事
の
岡
崎
早
太
郎
も
負
担
金
反
対
運
動
に
直
面
し
て
次
の
よ
う
に
反
省
の
弁
を
述
べ
て
い
る
。



「筆
者
の
記
憶
に
依
れ
ば
、
こ
の
制
度
創
設
時
代
に
於
け
る
当
務
者
の
観
念
は
、
這
般
施
設
の
実
現
は
必
然
的
に
そ
の
付
近
に
在
る
土
地
価
格

の
暴
騰
を
誘
い
、̈
こ
れ
ら
の
土
地
の
所
有
者
ら
は
、
立
ろ
に
事
業
に
因
り
騰
貴
せ
る
増
価
を
襲
断
し
、
莫
大
な
利
益
に
浴
す
る
受
益
者
な
る
こ

と
の
み
を
確
信
し
、
こ
れ
に
対
す
る
報
償
的
負
担
公
平
論
の
み
は
、
可
な
り
宣
伝
と
吹
聴
に
努
め
た
け
れ
ど
も
、
事
業
に
因
り
て
生
じ
た
新
営

造
物
を
活
用
す
べ
く
、
土
地
の
利
用
に
よ
り
て
の
み
、
新
た
な
る
利
益
を
晟
ち
得
ら
る
べ
き
事
の
唱
道
を
閑
却
し
た
感
な
し
と
し
な
い
。
こ
れ

則
ち
今
日
に
見
込
違
を
貴
こ
し
た
る
原
因
で
は
な
い
か
。
…
…
筆
者
は
従
来
機
会
あ
る
毎
に
受
益
者
各
位
の
為
に
受
益
の
実
を
挙
ぐ
る
方
策
と

し
て
は
、
小
割
土
地
の
併
合
を
基
調
と
す
る
建
築
政
善
に
因
る
土
地
利
用
策
以
外
に
、
実
益
収
穫
の
手
段
な
き
こ
と
を
痛
論
し
、
地
主
諸
彦
の

覚
醒
を
求
め
、
そ
の
妥
協
を
お
勧
め
し
た
こ
と
が

一
再
で
は
な
い
。
或
い
は
今
尚
記
憶
に
留
む
る
人
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
其
の
一
例
を
挙
ぐ

れ
ば
、
従
来
狭
き
街
路
に
直
面
し
た
る
に
因
り
、
平
家
若
は
三
階
建
以
上
の
建
築
よ
り
成
し
得
ざ
り
し
土
地
が
、
そ
の
前
面
若
は
側
面
に
出
現

し
た
大
街
路
に
因
り
、
如
何
な
る
利
益
を
受
け
た
か
、
か
ら
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
謂
う
ま
で
も
な
く
交
通
、
運
輸
、
通
信
を
始
め
採
光

換
気
そ
の
他
有
形
無
形
に
渉
り
幾
多
の
利
益
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
財
産
的
に
受
け
た
最
も
顕
著
な
利
益
は
、
何
を
措
い
て
も
建
築
上
の
夫
れ

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
街
路
出
現
以
前
に
あ
り
て
、
利
用
範
囲
の
極
め
て
貧
弱
な
り
し
土
地
が
、
単
に
新
街
路
の
新
設

の
み
に
因

り
、　
一
躍
し
て
五
階
―
十
階
の
高
層
建
築
が
可
能
と
な
り
、
延
い
て
土
地
の
利
用
価
値
を
五
倍
―
十
倍
に
増
加
す
る
が
故
に
で
あ
る
。
し
か
も

建
築
物
の
高
層
化
は
、
建
築
経
済
上
建
坪
の
拡
大
を
要
し
、
勢
い
よ
り
広
き
建
築
敷
地
の
要
求
が
殺
到
す
る
。
し
か
る
に
在
来
の
市
街
宅
地
を

其
の
ま
ま
に
し
て
、　
一
宅
地

一
建
築
物
の
理
想
は
お
ろ
か
、
数
割
地
な
お
一
建
築
物
の
用
に
充
た
な
い
現
状
に
於
て
、
地
主
の
好
む
と
好
ま
な

い
と
に
拘
ら
ず
、
過
少
割
地
の
併
合
使
用
は
免
れ
能
は
ざ
る
必
然
的
運
命
で
あ
る
。
否
こ
れ
を
為
す
に
因
り
て
の
み
顕
著
な
る
利
益
が
得
ら

れ
、
こ
れ
を
為
さ
な
け
れ
ば
何
ら
の
利
益
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
曖

さ
ら
に
、
同
氏
は
公
共
団
体
の
行
う
土
地
区
画
整
理
地
区
外
受
益
者
か
ら
も
負
担
金
を
徴
収
し
う
る
よ
う
に
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
、

「受

益
者
負
担
制
の
如
き
く
だ
ら
ぬ
仕
事
よ
り
も
」
重
要
な
課
題
と
し
て

「就
中
最
も
甚
だ
し
き
も
の
は
建
築
禁
止
制
の
欠
如
か
ら
来
る
夫
れ
を
挙

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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げ
る
。
謂
う
所
の
建
築
禁
止
制
の
欠
如
と
は
方
の
如
何
に
拘
ら
ず
建
築
線
だ
に
あ
れ
ば
、
建
築
を
為
し
得
る
権
能
を
土
地
所
有
者
、
地
上
権
者

又
は
賃
借
人
等
に
附
与
し
た
現
行
制
度
で
あ
る
。
吾
人
は
こ
の
原
則
に
対
し

『
都
市
計
画
フ
行
ウ
ヘ
ク
指
定
セ
ラ
レ
タ
市
ノ
都
市
計
画
区
域
ナ

イ
ノ
未
夕
市
街
化
セ
サ
ル
区
域

二
在
リ
テ
ハ
土
地
区
画
整
理
フ
行
ウ
ゴ
非
サ
ン
ハ
建
築
フ
為
ス
コ
ト
フ
得
ス
』
と
謂
う
新
法
制
の
制
定
を
要
求

す
る
」
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
受
益
者
負
担
金
制
度
は
土
地
利
用
権
者
に
対
す
る
負
担
制
度
と
し
て
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
前
提
と

な
る

「
利
益
」
を
利
用
権
者
に
与
え
る
制
度
を
欠
い
た
ま
ま
施
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
負
担
義
務
者
と
さ
れ
た
土
地

利
用
権
者
か
ら
の
不
満
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
戦
前
に
お
い
て
、
負
担
金
徴
収
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
数
多
く
提
起
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
負
担
義
務
者
の
不
満
に
対
し
て
裁
判
所
は
い
か
に
対
応
し
、
そ
れ
が
負
担
金
を
徴
収
す
る
公
共
団
体

に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
こ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

（７
）

地
租
の
評
価
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
ヶ

『昭
和
財
政
史
・
第
五
巻
』

（東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
三
二
年
）

一
六
八
頁
を
参
照
。
こ
の

時
期
の
実
際
の
地
価
と
法
定
地
価
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
実
態
に
つ
い
て
は
金
澤
史
男

「戦
間
期
に
お
け
る
土
地
税
制

・改革
の
意
義
と
限
界
」
地
方
財
政
研
究
所

所
報
一
二
号
一
〇
頁
以
下
が
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
鈴
木
梅
四
郎

「
地
価
差
増
税
案
の
根
拠
」
法
律
新
聞
一
三
八
七
号

（大
正
七
年
四
月
一
０
日
号
）
一

五
頁
以
下
で
は
大
正
四
年
の
東
京
に
お
け
る
宅
地
と
法
定
地
価
と
の
著
し
い
差
異
が
指
摘
さ
れ
、
土
地
増
征
税
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
な
お
）

金
澤
・
前
掲
論
文
一
八
頁
は
新
評
価
額
が
従
来
の
そ
れ
の
一
定
倍
数
以
上
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
き
、　
Ｆ
」
の
よ
う
な
制
度
が

適
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
都
市
を
軸
に
展
開
し
た
経
済
発
展
に
よ
る
集
積
利
益
や
、
都
市
計
画
事
業
に
よ
る
開
発
利
益
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
大
都
市

地
価
高
騰
の
相
当
部
分
を
長
期
に
わ
た
っ
て
補
足
し
え
な
い
構
造
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（８
）

後
の
大
正
一
二
年
の
内
務
省
案
で
は
原
則
と
し
て
①
一
年
以
上
建
物
な
き
土
地
、
②
建
物
あ
る
土
地
に
し
て
そ
の
面
積
よ
り
建
物
の
敷
地
面
積
の
三
倍

を
控
除
し
た
る
部
分
、
が
課
税
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
面
積
に
応
じ
た
税
率

（例
え
ば
、　
一
〇
〇
坪
以
下
〇
・
二
％
、　
一
〇
〇
坪
以
上
五
〇
〇
坪
未
満
〇
・

五
％
）
を
当
該
間
地
の
時
価
に
課
す
も
の
で
あ
っ
た

（東
京
市
政
調
査
会

『土
地
増
価
税
と
土
地
未
改
良
価
格
税
の
研
究
』
大
正
一
三
年
、　
一
七
五
頁
以



下
参
照
）
。
こ
の
税
は
震
災
後
都
市
の
空
き
地
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
結
局
実
現
さ
れ
な
か
つ
た
。　
　
　
　
　
　
．
　

　

　

‐

（９
）

岡
崎
早
太
郎

『都
市
計
画
と
法
制
』

（金
港
堂
書
籍
、
大
正

一
四
年
）
に
よ
れ
ば

「改
良
税
と
謂
う
は
都
市
計
画
と
し
て
道
路
を
拡
張
す
る
と
か
運
河

を
開
設
す
る
と
か
等
種
々
の
事
業
を
執
行
す
る
に
因
り
其
の
付
近
の
土
地
が
永
久
的
に
価
格
を
騰
貴
せ
し
め
た
場
合
に
其
の
時
価
よ
り
事
業
執
行
前
に
有

せ
し
地
価
及
時
代
の
進
運
に
伴
う
自
然
増
価
格
を
控
除
し
尚
お
剰
余
あ
る
に
於
て
は
之
を
都
市
計
画
た
る
事
業
の
管
せ
し
改
良
に
因
る
増
加
価
格
と
看
て

，
之
に
対
し
事
業
費
を
負
担
せ
し
公
共
団
体
を
し
て
永
続
的
に
課
税
し
得
る
権
能
を
与
へ
む
と
す
る
新
税
で
あ
る
」
と
、
純
粋
の
開
発
利
益
部
分
を
課
税
対

象
と
す
る
租
税
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る

（
二
二
七
頁
）
。
従
っ
て
、
受
益
者
負
担
金
や
土
地
増
価
税
と
の
関
係
は

「受
益
者
負
担
金
は
事
業
の
執
行
に

要
す
る
費
用
を
一
時
的
に
負
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
土
地
増
価
税
は
土
地
の
自
然
増
価
に
課
税
す
る
も
の
に
し
て
事
業
の
執
行
に
伴
う
土
地
の
改
長
に
因

る
騰
貴
価
格
の
み
に
賦
課
す
る
本
税
と
は
全
然
賦
課
の
根
底
を
異
に
し
て
居
る
」
こ
と
に
な
る

（
‐同
）
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
‥

（
１０
）

同
法
の
立
法
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
赤
木
須
留
喜

「都
市
計
画
の
計
画
性
」

（東
京
都
立
大
学
都
市
研
究
会
編

『都
市
構
造
と
都
市
計
画
』
東
大
出

版
会
）
五
二
三
頂
以
下
、
小
林
重
敬
＝
炭
崎
勉
＝
大
場
悟

「
旧
都
市
計
画
法
制
定
前
後
期
に
お
け
る
土
地
増
価
税
の
制
度
化
動
向
に
関
す
る
研
究
」
都
市

計
画
別
冊
昭
和
五
六
年
度
学
術
研
究
発
表
会
論
文
集
第
十
六
号
六
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

（１１
）

い
わ
ば
こ
う
し
て
内
務
省
と
大
蔵
省
と
の
妥
協
を
図
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
い
法
揮
新
聞

一
五
二
六
号

（大
正
八
年
二
月
二
五
日
号
）

一
六
頁
は
土
地
硝

価
税
が
法
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
ヽ

「此
種
の
税
な
る
も
の
は
法
律
を
以
て
明
定
せ
ざ
る
限
り
、
反
対
多
く
し
て
容
易
に
実
行
せ
ら
る
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
は
実
質
的
に
土
地
増
価
税
導
入
断
念
を
意
味
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

（
・２
）

こ
の
勅
令
案
に
つ
い
て
は
、
東
京
市
政
調
査
会

『土
地
増
価
税
と
土
地
未
改
良
価
格
税
の
研
究
』

（大
正
一
三
年
）
八
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
こ
の
勅

令
案
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
も
の
と
し
て
、
桜
井
良
治

「
大
正
末
期
の
土
地
増
価
勅
令
案
」
経
済
学
研
究
二
五
号

（昭
和
五
七
年
）
五
六

頁
以
下
参
照
。

（
・３
）

例
え
ば
ヽ
桜
井
・
前
掲
論
文
、
経
済
学
研
究
二
五
号
六
〇
頁
参
照
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

（
‘・４）

一
柳
幸
永
｛
受
益
者
負
担
の
本
質
と
其
の
地
方
性
」
都
市
工
学
五
巻

一
〇
号
六
大
正
一
五
年
）

一
四
頁
。

（
・５
）

同

「
道
路
受
益
者
負
担
制
度
に
就
い
て
」
工
政
八
二
号

（大
正
一
五
年
）
二
四
頁

（
・６
）

以
下
本
稿
で
引
用
す
る
各
種
負
担
金
法
制
に
つ
い
て
は
、
主
２
し
て
東
京
市
政
調
査
会

『市
政
調
査
資
料
第
二
一
号

一
受
益
者
負
担
制
総
覧
』

（昭
和

六
年
）
を
参
照
し
た
。

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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（
・７
）

大
正
九
年
当
時
は
、
こ
の
よ
う
に
負
担
金
の
対
象
と
な
る
事
業
は
道
路
と
広
場
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
大
正

一
四
年
の
改
正
で
河
川
、
運
河
の
新
設
改
修

が
、
昭
和
五
年
の
改
正
で
軌
道
の
建
設
が
、
さ
ら
に
昭
和

一
〇
年
の
改
正
で
防
潮
施
設
が
加
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
そ
の
対
象
が
広
げ
ら
れ
て
い

っ
た
。

（
・８
）

他
方
、
地
租
の
納
税
義
務
者
は
当
初
①
土
地
の
所
有
権
者
、
②
又
は
質
権
者
、
で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
八
年
の
改
正
で
③
存
続
期
間

一
〇
〇
年
以
上
の

地
上
権
も
加
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
土
地
の
場
合
質
権
は
実
際
上
殆
ど
な
い
こ
と
か
ら
や
、
地
上
権
と
い
っ
て
も

一
〇
〇
年
以
上
の
も
の
は
実
質
的

に
所
有
権
と
異
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
等
か
ら
み
て
地
租
は
あ
く
ま
で
も
土
地
所
有
権
者
に
対
す
る
負
担
制
度
で
あ
る
が
、
受
益
者
負
担
が
そ
れ

と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
・９
）

大
久
保
編

・
前
掲
書
は
こ
の
点
に
つ
き

「
大
正
八
年
の
都
市
計
画
法
お
よ
び
道
路
法
制
定
に
当
た
り
受
益
者
負
担
制
度
が
土
地
増
価
税
の
よ
う
な
反
対

に
会
う
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ス
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
が
既
に

一
般
に
は
定
着
し
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
」

（
二
〇
頁
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
貴
族
院
で
都
市
計
画
法
案
が
審
議
さ
れ
た
際
、
後
に
土
地
増
価
税
導
入
反
対
を
強
て
主
張
す
る
阪
谷
男
爵
が
負
担
金
制

度
に
つ
い
て

「
サ
ウ
ス
ル
ト
第

一
影
響
フ
受
ケ
ル
者
卜
云
ウ
ノ
ハ
一
個
人

ハ
含
マ
ヌ
ノ
デ
ス
ネ
」
と
い
う
質
問
を
し
、
こ
れ
に
対
し
て
池
田
宏
政
府
委
員

が

「
一
個
人
ガ
這
入
リ
マ
ス
場
合

ハ
最
モ
等
シ
イ
ノ
ハ
道
路
法

二
依
リ
マ
ス
ル
ヨ
ウ
ナ
同
ジ
例
デ

ハ
ナ
イ
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
即
チ
大
キ
ナ
製
造
工
場
フ
シ

テ
居
ル
エ
場
デ
ア
ル
ト
カ
、
会
社
ガ
ア
ル
ト
致
シ
マ
ス
レ
バ
道
路
フ
開
通
シ
マ
ス
ル
、
其
道
路
卜
云
ウ
モ
ノ
ハ
殆
ド
其
工
場
、
其
会
社
ノ
専
用
卜
同
ジ
ヨ

ウ
ナ
姿

ニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ナ
場
合
ガ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
其
会
社
フ
シ
テ
特
別

二
負
担
セ
シ
メ
タ
ル
ト
云
ウ
ヤ
ウ
ナ
場
合
ガ
起

コ
ッ
テ
来
ル
ト

思
ヒ
マ
ス
」
と
答
え
て
い
る

（
『帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録

・
第

一
〇
巻
』
臨
川
書
店
、
五
〇
五
頁
）
。
こ
の
議
論
を
見
る
か
ぎ
り
、
同
制

度
自
体
よ
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
政
府
も
個
人
で
も
土
地
の
利
用
権
者
に
な
る
こ
と
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
に
負
担
金
が
実
施
さ
れ
る
と
個
人
に
と
っ
て
重
い
負
担
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
が
地
主
層
の
土
地
増
価
税
へ
の
反
発
を

一
層
強
め
る

こ
と
に
結
果
的
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
”
）

原
告
は
弁
護
土
で
三
井
家
か
ら
約
四
〇
坪
の
宅
地
を
賃
借
し
て
い
た
鈴
木
千
載
氏
。
こ
の
訴
訟
の
経
緯

・
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
律
新
聞
二
九
五
〇
号

（大
正

一
五
年
九
月

一
五
日
号
）
六
頁
以
を
参
照
。

（
２．
）

小
田
忠
夫

「
東
京
市
内
に
於
け
る
受
益
者
負
担
金
減
免
運
動
」
都
市
問
題
第

一
一
巻
四
号

一
八
六
頁
。

（
２２
）

大
阪
市
主
事
の
岡
崎
早
太
郎
が

一
貫
し
て
こ
の
点
を
批
判
し
て
お
り
、
例
え
ば
、

「
受
益
者
負
担
金
制
度
の
普
遍
化
と
現
行
制
度
の
改
善
意
見
」

（東

京
市
政
調
査
会

『第
二
回
全
国
都
市
問
題
会
議

・
研
究
報
告
』
＝
以
下

『
研
究
報
告
』
と
略
す
）
と
い
う
報
告
の
中
で
、

「
都
市
計
画
区
域
内
に
於
て
上



記
の
省
令
に
謂
う
事
業
を
行
う
は
言
う
ま
で
も
な
く
土
地
の
宅
地
化
、
郊
外
の
市
街
化
を
目
標
と
し
て
の
施
設
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
単
に
耕
作
叉
は
牧
畜

を
為
す
権
利
を
有
し
、
土
地
を
宅
地
に
変
更
す
る
権
能
な
き
小
作
人
を
駆
て
受
益
者
の
仲
間
に
惹
入
れ
し
如
き
は
む
し
ろ
滑
稽
の
沙
汰
で
は
あ
る
ま
い

乎
」

（四
二
八
頁
）
と
か
な
り
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
た
。

（２３
）

永
小
作
人
は
、
昭
和
四
一
年

一
〇
月
二
八
日
付
け
の
建
設
省
都
市
計
画
局
長
通
達

「
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る
省
令
案

に

つ
い
て
」

（参

照
、
時
の
法
令
六
三
九
号
四
頁
）
で
負
担
義
務
者
か
ら
よ
う
や
く
は
ず
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
昭
和
四
三
年
の
省
令
か
ら
こ
れ
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

西
村
輝

一
「
東
京
に
於
け
る
受
益
者
負
担
の
改
正
」
都
市
問
題

一
四
巻
三
号
五
四
九
頁
参
照
。

（
２５
）

こ
の
よ
う
な
併
立
主
義
以
外
に
も
、
所
有
権
者
の
方
を
第

一
位
に
し
、
そ
れ
以
外
の
権
利
者
は
代
位
的
受
益
者
と
す
べ
き
主
張
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

岡
崎

。
前
掲
四
二
八
頁
、
同

「
受
益
者
負
担
制
度
に
就
い
て
・
上
」
水
道
協
会
雑
誌
三
巻
四
号

一
二
頁
等
。

（％
）

こ
の
負
担
割
合
は
、
例
え
ば
、
大
阪
の
場
合
で
は
質
権
に
つ
い
て
は
質
権
者
七
割
、
所
有
権
者
三
割
、
そ
れ
以
外
の
権
利
に
つ
い
て
は
当
該
権
利
の
存

続
期
間
に
応
じ
て
所
有
権
者
の
負
担
が
七
割

（二
〇
年
以
下
）
、
六
割

（
二
〇
―
三
〇
年
）
、
五
割

（三
〇
年
を
超
え
る
も
の
）
と
さ
れ
て
い
た

（昭
和

八
年
大
阪
市
告
示
一
四
七
号
。
大
塚
辰
治

「
道
路
受
益
者
負
担
の
改
正
に
就
い
て
」
大
阪
九
巻
六
号

（昭
和
八
年
）
六
四
頁
参
照
）
。
こ
れ
に
対
し
、
東

京
の
場
合
は
地
上
権
を
存
続
期
間
が
百
年
を
超
え
る
も
の
と
そ
れ
以
外
と
に
大
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
所
有
権
者
の
負
担
割
合
を
九
割
と
し
つ
つ
も
、

後
者
に
つ
い
て
は
一
律
五
割
と
し
て
お
り

（東
京
都
市
計
画
事
業
道
路
受
益
者
負
担
規
定
施
行
細
則
第
六
条
）
、
大
阪
よ
り
も
所
有
権
者
の
負
担
が
実
質

的
に
軽
減
さ
れ
て
い
た

（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
素
夫

「
受
益
者
負
担
金
賦
課
方
法
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
市
政
研
究
四
巻
六
号

（昭
和

一
三
年
）

三
〇
頁
以
下
参
照
）
。

（
η
）

こ
の
よ
う
に
評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
、
柴
田
徳
衛
・
藤
田
武
夫
翌

益
者
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
―
―
と
く
に
下
水
道
事
業
の
財
源
に
つ
い
て
―
―
』

首
都
圏
協
会

（昭
和
三
二
年
）
三
八
頁
。

（２８
）

西
ド
イ
ツ
の
地
区
施
設
と
建
築
法
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
藤
田
宙
靖

「
わ
が
地
区
計
画
制
度
の
性
格
に
関
す
る
覚
え
書
き
」

（
『

今
村
成
和
教
授
退
官
記
念

・
公
法
と
経
済
法
の
諸
問
題
・
下
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
七
年
、
所
収
）
九
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
２９
）

飯
沼
一
省

「受
益
者
負
担
制
度
に
関
す
る
一
考
察
」
地
方
行
政
三
九
巻
四
号

（昭
和
六
年
）
一
七
を

一
八
頁
。
同

一
九
頁
は

「都
市
は
先
ず
計
画
を
樹

て
よ
。
而
し
て
此
の
計
画
の
上
に
限
り
て
市
街
地
の
開
発
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
都
市
に
於
て
は
市
民
は
決
し
て
重
き
受
益
者
負
担
に
脅
か
さ
れ

る
虞
れ
は
な
い
」
と
述
べ
、
受
益
者
負
担
と
建
築
法
制
の
関
係
を
強
調
し
て
い
た
。

（∞
）

中
山
元
晴

『市
街
地
建
築
物
法
の
解
釈
と
手
続

（改
修
版
）
』

（
工
業
書
院
、
昭
和
三
年
）
九
二
頁
。

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



法
経
研
究
三
六
巻
二
号

＾
一
九
八
七
）

岡
崎
早
太
郎

「
道
路
受
益
者
負
担
の
軽
減
問
題
」
大
阪
九
巻

一
号

（昭
和
八
年
）

一
三
セ

一
四
頁
。

同

「
都
市
区
画
整
理
に
よ
る
受
益
者
負
担
に
就
い
て
」
都
市
問
題

一
〇
巻
二
号

（昭
和
五
年
）
六
六
頁
。

二
〇

二
　
判
例
上
の

「
利
益
」
と
そ
の
問
題
点

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
受
益
者
負
担
金
に
対
す
る
反
対

・
減
免
運
動
が
各
地
で
展
開
さ
れ
る
た
製
そ
れ
ら
の
う
ち
訴
訟
で
も

主
と
し
て
争
わ
れ
た

「利
益
の
有
無
」
を
中
心
に
判
例
の
論
理
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

受
益
者
負
担
金
制
度
を
め
ぐ
る
判
例
の
概
要
は
表
三
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
が
、

「利
益
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
判
例
の
論
理
は
以
下
の
よ

う
に
大
き
く
二
つ
に
時
期
区
分
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
）

第

一
期

（昭
和

一
〇
年
ま
で
）

我
が
国
に
お
け
る
受
益
者
負
担
金
を
め
ぐ
る
最
初
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
が
昭
和
二
年

一
二
月
二
二
日
判
決
で
あ
る

（行
録
三
八
巻

一
二
号

一
二
八
九
頁
）
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
借
地
上
の
建
物
所
有
者
た
る
原
告
が
建
物
を
他
人
に
賃
貸
し
て
い
る
も
の
の
、
道
路
工
事
に
よ
っ
て
賃

料
を
増
額
し
て
お
ら
ず
、
震
災
後
か
え
っ
て
減
額
し
て
い
る
こ
と
等
を
あ
げ
て

「利
益
」
を
受
け
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
行
政
裁
判
所
は
被
告
東
京
府
知
事
の
主
張
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
採
用
し
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「道
路
ノ
舗
装

二
因
り
交
通
ノ
利
便
ヲ
増
進
ス
ル
ト
キ
ハ
付
近
土
地
ノ
利
用
価
値
モ
亦
増
進
ス
ル
コ
ト
ハ
通
常
ノ
状
態
ニ
シ
テ
原
告

ハ
何
等

ノ
反
証
フ
提
出
セ
サ
ル
カ
故

二
本
件
舗
装
工
事
二
因
り
原
告

ハ
著
ツ
ク
其
ノ
利
益
フ
受
ク
ル
者
卜
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
原
告

ハ
所
有
家
屋

ハ
借

地
期
間
中

一
定
ノ
賃
料
フ
以
テ
賃
貸
中
ナ
ル
カ
故

二
本
件
道
路
舗
装
工
事

二
因
り
何
等
受
益
者
ナ
ツ
ト
云
フ
モ
賃
料
ノ
増
滅

ハ
原
告
ノ
任
意

ニ

属
ス
ル
カ
故

二
之
ガ
為

二
原
告

ハ
受
益
者

二
非
ス
ト
謂
フ
フ
得
ス
」
。

32 31



我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「利
益
」
概
念

(表三・受益者負担金をめぐる主な行政裁判所判決の概要)

判決日

昭和 2年12月 22日 東京市道路舗装工事 X
*導
雪琴Ъあふ課

の

昭和 3年 6月 2日 札幌市道路側溝新設
工事

X
* へ の し

にセま

昭和 4年 7月 18日
京都市道路新設拡築
工事

X i驚曇鷲星機侶賃量讐響5霧竜警
るもののみをい う

腎:華扉lttg[「
29日

藝裏曼藝
道路広場 ＊

　

一
＊

昭和 7年 5月 21日 東京市道路修築工事 ○

昭和 7年 5月 27日 東京市道路舗装工事 X

*濠
重電秀騎角艦稽瀑辱型7稽担

するのが通常     ___

昭和 8年 4月 1日 東京市街路修築工事 ×

*

モ?縮窯讐蔓み昔智饉響甚だ
著なこと

昭和10年 7月 20日 東京市道路舗装工事 X
*讐

2モ霧寒最彊霧穆慮4と暴ヤ:

昭和10年12月 28日 東京市道路舗装工事 ×

*

量竃Ъ為角需橿察

昭和11年 3月 3日 京都市道路拡張工事 △

*言

曇量菫曇警電曇暑段:獣雰虐
昭和12年 7月 21日 大阪府道路新設拡築

T事 △ *同上

昭和14年 7月 21日 浜松市道路新設拡築
工事

○

*][匁

魏::鬱
整啓督I

昭和16年 9月 27日 東京府道路改修工事 ○

*利益とは事業着手日において現

*事業着手後
寒音警顧

有者に賦課

昭和17年12月 22日 仙台道路新設拡築
工事

△

*利益には将釆発生すべきものは

昭和17年12月 22日 査鼈雫曇ヂ襲裏土事 X

*受益とは工事着手日までに生じ

*葦
】塁言葛墓モ言卍

から控除

二  〇=原告勝訴 △=原告一部勝訴 X=原告敗訴
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一

こ
こ
で
は

「
利
益
」
の
内
容
と
し
て

「
土
地
の
利
用
価
値
」
が
抽
象
的
に
あ
げ
ら
れ
、
か
か
る
利
益
の
発
生
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
覆
す
た

め
に
は
原
告
側
か
ら
の
反
証
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
判
例
上
の

「
利
益
」
概
念
・を
最
も
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
が
―昭
和
四
年
七
月

一
八
日
判
‐決

（行
録
四
〇
巻
九
五
一

頁
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
原
告
が
二
六
六
名
に
も
の
ぼ
り
、
し
か
も
個
々
の
負
担
義
務
者
に
つ
い
て

「
利
益
」
が
生
じ
て
い
な
い
こ

と
が
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
不
整
形
買
収
残
地
に
高
額
負
担
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
公
益
的
利
用
地
で
あ
る‐
こ
・と
、
道
路

開
通
後
の
地
価
上
昇
後
に
土
地
を
取
得
し
、
負
担
金
徴
収
時
に
は
か
え
っ
て
下
落
し
て
い
る
こ
と
、
道
路
開
通
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
裏
町
に
な
り

か
え
っ
て
時
価
が
下
が
っ
た
こ
と
、
等
々
で
あ
孫
響

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
京
都
府
知
‐事
は
次
の
よ
う
な
形
式
論
的
反
論
を
行
っ
て
い
る
。

「
被
告
二
於
テ
ハ
施
行
令
第
九
条
第

‐四号
二
『
ニ
シ
テ
』
ト
ア
リ
テ

『
ト
シ
テ
』
卜
無
キ
ヨ
ト
ニ
斯
ク
原
告
ノ
主
張
ス
ル
カ
如
キ

『
反
証
ヲ

許
ス
モ
ノ
ト
ス
ル
積
極
的
意
義
』
ア
リ
ト
ハ
解
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
寧
口
尉
告
‘

ノ
解
釈
ノ
余
リ
ニ
文
字
／
末
二
拘
泥
セ
ル
ヲ
思
ハ
サ
ル

能

ハ
サ
ル
ナ
リ
被
告
ノ
見
解
ニ
ョ
レ
ハ
施
行
令
第
九
条
第

‐
四
号
ニ
ア
リ
テ
ハ
『
指
定
』
ナ
ル
文
字
二
『
当
然
二
著
シ
タ
利
益
フ
受
ク
ル
者
ト
ツ

テ
』
ナ
ル
認
定
的
ナ
ル
即
反
証
フ
許
サ
サ
ル
意
味
フ
含
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
或
ハ
之
フ
換
言
シ
テ

『
指
定
』
ナ
ル
文
字
ノ
直
前
二
『
著
シ
久
利

益
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
ン
テ
』
ナ
ル
語
旬
ハ
負
担
義
務
者
プ
一
般
条
件
ト
ン
テ
第
九
条
本
文
二
述
ヘ
タ
ル
所
ヲ
更
二
繰
返
シ
テ
ル
ニ
過
キ
ス
シ
テ
何

等
原
告
力
主
張
ス
ル
カ
如
キ
『
反
証
フ
許
ス
モ
ノ
ト
ス
ル
積
極
的
意
義
』
フ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
即
内
務
大
臣
ヨ
リ
『
著
シ
ク

利
益
ヲ
受
タ
ル
者
』
ト
シ
テ
指
定
セ
ラ
ン
タ
ル
範
囲
内
ノ
者
ニ
モ
事
実
上
ハ
ー
ー
社
会
観
念
二
照
ラ
シ
ー
ー
必
ス
シ
モ
著
ツ
ク
利
益
ヲ
受
タ
ル

モ
ノ
ト
ハ
認
メ
難
キ
モ
ノ
ナ
キ
ヤ
否
ヤ
疑
ア
リ
ト
仮
定
ス
ル
そ
斯
ル
場
合
卜
雖

一
旦
内
務
大
臣
ヨ
リ
指
定
セ
ラ
ン
タ
ル
者
ハ
反
証
フ
挙
グ
ル
コ

ト
ニ
ヨ
リ
テ
負
担
義
務
フ
免
ル
ル
コ
ト
フ
得
サ
ル
ナ
リ
」
。

こ
の
よ
う
に
、
内
務
大
臣
の
指
定
を
う
け
た
以
上
は
当
然
受
益
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、　
一
々
反
論
す
る
こ
と
を
・許
す
べ
き
で
は
な
い
、
と



い
う
主
張
は
実
務
担
当
者
の
間
で
は
か
な
り
支
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
被
告
は
利
益
の
内
容
に
つ
い
て
も
か
な
り
漠
然
と
し
た
極
め
て
広
範
な
内
容
を
主
張
し
た
。

す
な
わ
ち

「被
告
ノ
見
解

二
依
レ
ハ
本
件

二
関
ス
ル
現
行
法
ノ

『
利
益
』
ナ
ル
文
字

ハ
最
モ
広
汎
ナ
ル
範
囲
二
亘
ル
利
益
ラ
意
味
シ
即
人
類

ノ
社
会
生
活
二
於
ケ
ル
有
形
無
形
積
極
消
極

一
切
ノ
利
益
フ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
詳
言
ス
レ
ハ
該
都
市
計
画
工
事
ニ
ヨ
リ
経
済
上
ノ
利
益

（例

ヘ
ハ
地
価
ノ
騰
貴
セ
ル
コ
ト
）
交
通
上
ノ
利
益
、
運
輸
上
ノ
利
益
、
産
業
上
ノ
利
益
、
衛
生
上
ノ
利
益
、
保
安
上
ノ
利
益
、
風
致
美
観
上
ノ
利

益
、
等
…
凡
ソ
人
類
ノ
社
会
生
活
ノ
関
係

ス
ル
一
切
ノ
範
囲
二
於
テ
今
日
ノ
社
会
通
念

二
照
シ
該
土
地
ノ
社
会
的
価
値
フ
増
価
シ
タ
ル
コ
ト
フ

意
味
ス
ル
ナ
リ
而
シ
テ
此
ノ
意
味

二
於
ケ
ル
利
益
ノ
有
無
及
限
度
フ
判
定
ス
ル
標
準
尺
度
ト
シ
テ
ハ
結
局
社
会
ノ
通
念
―
―
乃
至
社
会
ノ
一
般

観
念
―
―
ナ
ル
観
念
フ
以
テ
ス
ル
ノ
他
ナ
シ
」
。

こ
の
よ
う
に
広
く
利
益
を
解
し
て
し
ま
う
と
負
担
金
之
租
税
の
区
別
さ
え
不
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
被
告
側
の

態
度
は
受
益
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
以
上
は
間
答
無
用
と
い
う
高
圧
的
な
態
度
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
行
政
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
は
立
た
な
か
っ
た
。
判
決
は
ま
ず

「
利
益
」
の
内
容
お
よ
び
反
証
の
可
否
に
っ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
元
来
都
市
計
画
法
第
六
条
第
二
項
二
依
ル
費
用
負
担
者

ハ
都
市
計
画
法
施
行
令
第
九
条
第
四
号
大
正
九
年
内
務
省
令
第
二
八
号

二
依
り
著

ツ
ク
利
益
ァ
受
ク
ル
者
ト
シ
テ
指
定
セ
ラ
ン
タ
ル
者

ニ
シ
テ
且
内
務
大
臣
ノ
定
ム
ル
区
画
内
ノ
受
益
者
フ
謂
ヒ
且
其
ノ
受
ク
ル
利
益

ハ
之
フ
金

銭

二
見
積
ル
コ
ト
フ
得
ル
ノ
ミ
フ
謂
フ
ト
解
ス
ル
フ
相
当
ト
ス
従
テ
其
ノ
受
ク
ル
利
益
ノ
限
度
モ
亦
受
益
者
ノ
利
益
ヲ
金
銭

二
見
積
リ
タ
ル
額

二
依
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故

二
若
シ
受
益
者
タ
ル
コ
ト
フ
争
ヒ
若

ハ
自
己
二
課
セ
ラ
ン
タ
ル
負
担
金
力
其
ノ
受
ク
ル
金
銭
的
利
益
ノ
額
ヲ
超
ユ
ル

モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
フ
主
張
ス
ル
者
ア
ル
場
合

ニ
ハ
之
二
付
其
ノ
反
証
フ
挙
ク
ル
フ
許
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
リ
」

こ
の
よ
う
に
し
て
被
告
の
主
張
に
は
組
み
せ
ず
反
証
を
認
め
る
と
は
し
た
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
な
論
拠
を
示
さ
な
い
ま

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二



法
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）
　
　
　
　
　
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

ま
賦
課
処
分
を
肯
定
し
て
い
る
。
　
　
一

す
な
わ
ち

「
然
レ
ト
モ
此
ノ
点

二
関
ス
ル
原
告
各
自
ノ
主
張
ヽ
証
人
ノ
証
言
並
検
証
ノ
結
果

千
徴
ス
ル
モ
原
告
等

ハ
著
シ
キ
利
益
ヲ
受
ク
ル

者
デ
非
ス
且
各
自

二
課
セ
ラ
ン
タ
ル
負
担
金
力
其
ノ
各
自
ノ
受
ク
ル
金
銭
的
利
益
フ
超

ユ
ル
モ
ノ
ト
為
シ
難
キ
フ
以
テ
本
件
処
分
フ
此
ノ
点

ニ

於
テ
モ
未
夕
違
法
ナ
ル
ト
為
ス
ニ
由
ナ
シ
」
。

こ
の
よ
う
に
比
較
的
安
易
に
負
担
金
賦
課
を
肯
定
し
て
い
る
の
は
、
負
担
金
の
前
提
と
な
る
利
益
を

「
金
銭
に
見
積
る
こ
と
を
得
る
」
も
の

に
限
定
し
な
が
ら
も
、
な
お
相
当
強
い
利
益
推
定
を
し
、
利
用
価
値
増
進
等
も
利
益
の
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
●

そ
の
後
の
判
例
を
慨
観
し
て
お
く
と
、
昭
和
五
年
七
月
二
九
日

（行
録
四
一
巻
八
号
一
一
二
三
頁
）
の
中
間
判
決
が

「都
市
計
画
法
第
六
条

第
二
項
二
所
謂
利
益
ト
ハ
都
市
計
画
事
業
二
因
り
生
ス
ル
土
地
ノ
経
済
的
利
益
ヲ
意
味
シ
金
銭
二
見
積
り
得
ル
モ
ノ
ノ
ミ
フ
指
称
ス
ル
モ

‘
ノ
ト

ス
而
シ
テ
同
項
ノ
利
益
フ
受
ク
ル
者
■
●
前
記
土
地
ノ
経
済
的
利
益
ノ
生
ス
ル
時
二
於
ル
土
地
ノ
所
有
者
叉
ハ
使
用
権
者
フ
云
フ
ト
解
ス
ル
フ

相
当
■
ス
従
テ
都
市
計
画
事
業
二
因
リ
テ
利
益
力
己
二
生
シ
タ
ル
後
二
於
テ
己
二
生
シ
タ
ル
利
益
二
相
当
ス
ル
対
価
ヲ
支
払
ヒ
テ
其
ゾ
土
地
ノ

所
有
権
フ
叉
ハ
使
用
権
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ハ
同
項
二
所
謂
『著
ツ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
者
』
卜
云
フ
フ
得
ス
」
と
し
て
「経
済
的
利
益
」
の
側
面

を
強
調
し
、
経
済
的
利
益
発
生
後
の
土
地
取
得
者
等
を
負
担
義
務
者
の
範
囲
か
ら
は
ず
し
て
い
る
の
が
日
立
つ
。

■
し
か
し
、
そ
の
後
は
、
昭
和
七
年
五
月
二
一
日
判
決

（行
録
四
三
号
四
三
八
頁
）
の
よ
う
に

「道
路
ノ
舗
装
工
事
二
因
ツ
交
通
プ
利
便
ワ
増

進
ス
ル
ト
キ
沿
道
土
地
ノ
利
用
価
値
力
著
シ
ク
増
進
ス
ル
コ
ト
ハ
通
常
ノ
状
態
ナ
リ
」
と
か
、
昭
和
八
年
四
月

一
日
判
決

（行
録

‐四四
巻
二
号

∵
九
八
頁
）
の
よ
う
に

「道
路
ノ
修
築
ハ
交
通
其
ノ
他

一
般
二
利
益
フ
生
ジ
殊
二
其
ノ
道
路
二
隣
接
セ
ル
一
定
地
域
内
ノ
土
地
二
関
ス
ル
権
利

者
ガ
他
ノ
一
般
ノ
者
二
比
シ
之
ガ
為
メ
著
ッ
ク
利
益
フ
受
ク
ル
コ
ト
ハ
普
通
二
顕
著
ナ
ル
事
例
」
と
か
、
さ
ら
に
は
昭
和

一
〇
年

一
二
月
二
八

日
判
決

（行
録
四
六
号

一
言
八
八
頁
）
の
よ
う
に
鑑
定
書
の

「砂
利
道
二
舗
装
ス
ン
バ
商
売
ハ
繁
昌
シ
住
宅

ハ
快
適
卜
衛
生
フ
増
シ
」
等
々
の

記
載
に
基
づ
き

「
舗
装
工
事
二
因
り
交
通
上
ノ
利
便
フ
増
進
シ
利
用
価
値
ガ
増
加
ス
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ル
フ
相
当
ト
ス
」
と
し
て
、
利
益
を
受
け



て
い
な
い
と
い
う
原
告
の
主
張
を
」
蹴
し
て
い
る
゛
　
三
　
　

　̈
　
　
　
　

　̈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
・

こ
ｔ
ｔ
で
の
判
例
は
、
利
用
価
値
を
中
心
と
す
る
利
益
が
都
市
計
画
工
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
を
相
当
強
く
推
定
し
て
い
た
と

い
え
よ

う
。
そ

・
れ
政
ヽ
美
濃
部
達
吉
博
士
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
論
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
判
ｔ
て
い
・た
・。

「判
例
＝
ｒ
般
に
其
の
利
益

，を
受
け

な
い
こ
・とを
■
帳
サ
ち
・者の
側
に
於
小
て
孝
記
り
責
任
を
負
う
‐‐も
の
と
解
し

‐て居
り
、
反
対
の
証
拠
０
無
い
根
り
は
い
納
務
省
冷
一
骸
当
す
る

者
五
総
て
著
し
く
悧
益
を
受
け
た
ヽ
の
と
推
測
す
べ

‐き
も
つ
と
ｔ
て
骨
る
。
而
も
著
し
く
利
益
を
受
く
る
者
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は

甚
だ
困
難
で
、
仮
令
其
の
前
明
を
試
み
た
と
ん
て
も
行
政
裁
判
所
は
殆
ど
総
て
の
場
合
に
其
の
証
明
を
受
け
入
れ
ず
、
結
局
実
際
に
は
内
務
大

・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

　

　

　

　

　

　

０

臣
の
定
む
る
条
件
に
該
当
す
る
も
の
は
、
総
て
適
法
な
義
務
者
で
あ
る
の
と
同
じ
結
果
に
帰
し
て
居
る
崚

ま
た
、
美
濃
部
は
、
前
記
昭
和
八
年
判
決
に
お
い
て
原
告
が
道
路
の
修
築
に
よ
り
か
え
っ
て
交
通
上
の
危
険
が
増
加
し
住
宅
地
は
値
下
が
り

し
商
店
街
は
顧
客
を
減
じ
た
等
々
の
主
張
を
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
の
評
釈
の
中
で
ヽ
原
告
の
主
張
は
た
ｔ
か
に
理
由
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
け‐れ
ど
も
、
若
し
斯
う
い
う
主
張
を
容
認
す
る
と
せ
ば
、
都
市
計
画
法
や
道
路
法
の
認
め
て
い
る
受
益
者
負
担
は
殆
ど
成
立
し
え
な
い
ヽ
の

と
な
る
危
険
が
有
り
、
現
行
の
法
律
を
維
持
す
る
以
上
は
、
之
を
排
斥
す
る
こ
と
は
己
む
を
得
な
い
所
と
謂
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
法
律
そ

の
も
の
に
本
来
無
理
の
有
る
結
果
で
、
道
路
の
修
築
か
ら
利
益
を
受
く
る
の
は
社
会
の
一
般
人
民
で
、
敢
え
て
其
の
付
近
の
住
民
が
特
別
に
著

いい脚稀け囃【蹄脚【都噺一炒い終『わつｒ巌】】畔れ嗜利益ｔ授くるものとｔ‘てＦ費用■負担せｔめようと一ることに抑

美
濃
部
を
し
て

「
法
律
そ
の
も
の
に
無
理
が
あ
る
」
■
い
わ
し
め
た
現
実
が
あ
る
以
上
、
裁
判
所
が
い
く
ら
抽
象
的
に
利
用
価
値
を
中
心
と

し
た
利
益
の
存
在
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
住
民
が
納
得
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
故
、
行
政
裁
判
所
は

「利
益
」
の
内
容
を
負
担
義
務
者
に
よ
り
納
得
さ
れ
や
す
い
も
の
に
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も
の

と
思．
わ
れ
る
．９
‐
　

．
　
　
　
　
　

．　

　́

　

　

、

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一五



法
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）

（
２
）

第
二
期

（昭
和

一
一
年
二
月
二
日
判
決
以
後
）

行
政
裁
判
所
判
決
の
い
う

「利
益
」
の
内
容
を
大
き
く
変
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
昭
和

一
一
年
二
月
二
日
判
決

（行
録
四
七
号
七
五
頁
）

で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
道
路
拡
張
工
事
に
伴
な
う
負
担
金
の
正
当
性
が
争
わ
れ
、
原
告
九
二
名
は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
工
事
に
ょ
る
価
格

上
昇
額
と
負
担
金
額
と
を
具
体
的
に
比
較
し
負
担
金
額
が
受
益
の
限
度
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
京
都
府
知
事

は
拡
築
工
事
の
た
め
に
土
地
．を
買
収
す
る
際
に
は
不
当
に
価
格
が
安
い
と
争
い
な
が
ら
、
負
担
金
の
場
合
に
は
地
価
上
昇
分
よ
り
も
負
担
金
の

方
が
高
い
と
主
張
す
る
こ
と
の
不

，
当
性
等
と
と
も
に
道
路
拡
張
舗
装
に
と
も
な
う
各
種
利
益
を
指
摘
し
て
争
っ
た
。
裁
判
所
は

「利
益
」
を
従

来
の
よ
う
に
利
用
価
値
を
中
心
と
し
た
抽
象
的
な
も
の
と
は
解
さ
ず
に
、
ま
ず
以
下
の
よ
う
に
具
体
的
地
価
上
昇
に
限
定
し
た
。

「按
ス
ル
ニ
鑑
定
人
Ｔ
ブ
鑑
定
書
ニ
ハ
本
件
三
条
通
道
路
拡
築
工
事
因
り
昭
和
三
年

一
二
月
工
事
着
手
ヨ
リ
昭
和
八
年
九
月
二
九
■

（鑑
定

ノ
当
時
）
二
至
ル
期
間
二
於
テ
第

一
地
帯
ハ
一
割
五
分
第
二
地
帯
ハ
一
割
三
分
第
二
地
帯
ハ
五
分
ノ
騰
貴
率
フ
以
テ
地
価
ノ
騰
貴
フ
来
ツ
タ
ル

モ
ノ
ト
認
ム
ル
フ
相
当
ト
ス
」
。

そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
地
価
騰
貴
額
と
負
担
金
額
と
の
具
体
的
比
較
を
行
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
・

「而
ツ
テ
前
記
四
筆
ノ
土
地
ニ
ツ
イ
テ
ハ
其
ノ
受
益
額
ハ
原
告
Ｎ
所
有
ノ
分
…
八
九
円
二
一
銭
、
同
０
所

‐有
ソ
分
三
二
五
円
二
二
儀
比
匡
五

毛
、
…
ナ
ル
フ
以
サ
祐
各
土
地
二
対
ス
ル
負
担
金
ハ
此
ノ
受
益
額
フ
超
ユ
サ
ョ
ト
ヮ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

・
然
レ
ハ
原
告

・
Ｎ
二
対
ス
ル
右
土
地
二
付

テ
ノ
負
担
金
一
一
一　
・
円
五
八
銭
八
八
九
円
二
一
銭
二
、
同
０
二
対
ス
ル
右
土
地
二
付
テ
ノ
負
担
金
一
〇
九

・
円
二
八
銭
ハ
二
二
月
二
二
銭
七
厘
五

毛

ニ
ー
東
正
ス
ヘ
キ
言
ノ
ナ
ル
カ
故

二
右
各
更
正
額
ノ
四
分
ノ

一
二
相
当

ス
ル
額
フ
以
テ
各
第

一
回
分
第
二
回
分
及
第
四
回
分
ノ
徴
収
額
卜
為

ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
。
・

こ
の
よ
う

・に、
利
益
の
具
体
的

ヽ
内
容
を
地
価
騰
貴
に
限
定
し
、
し
か
も
そ
の
地
価
騰
貴
は
工
事
着
手
日
か
ら
鑑
定
時
点
ま
で
の
そ
れ
で
あ
る

一
一ユハ



ど
し
た
上
で
当
該
金
額
ど
負
担
金
額
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
賦
課
処
分
の
違
法
性
・
合
法
性
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
昭
和
一
二
年
七
月
二
一
日
判
決

（行
録
四
八
号
二
八
二
頁
）
も
地
価
騰
貴
を
利
益
ど
解
す
る
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、

貴
の
内
容
を
道
路
開
設
前
と
開
設
後
の
差
額
と
し
た
上
で
、
原
告
の
主
張
の
一
部
を
認
容
し
た
。

さ
ら
に
、
事
業
着
手
日
以
後
土
地
を
取
得
し
た
者
が
負
担
義
務
を
負
う
か
否
か
が
争
わ
れ
た
昭
和

一
六
年
九
月
二
七
日
判
決

（行
録
五
二
号

二
三
二
頁
）
で
は

「前
記
利
益
ハ
コ
ノ
決
定
通
知
フ
為
ス
際
二
具
体
的
二
量
定
シ
得

ヘ
キ
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
フ
要
ス
ル
コ
ト
及
将
来
殊
二
十
箇
年

ノ
長
期
間
二
亘
サ
該
事
業
二
因
り
継
続
シ
テ
利
益
フ
発
生
ス
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
ノ
妥
当
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
等
フ
考
豪
ス
ル
ト
キ
ハ
右
利
益
ハ
事
業

着
手
ノ
ロ
ニ
於
テ
現
ハ
ン
タ
ル
利
益
ヲ
指
称
ツ
其
ノ
後
現
ハ
ル
ヘ
キ
利
益
ハ
之
ヲ

・包
合
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
フ
相
当
ト
ス
一
と
し

＾
た
ば
か
か

る
立
場
か
ら
一
事
業
着
手
日
以
後
土
地
所
有
権
を
取
得
し
た
者
は
負
担
義
務
者
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
、
賦
課
処
分
を
取
消
し
て
い
る
。

ま
た
、
昭
和

一
七
年

一
二
月
二
二
日
に
示
さ
れ
た
二
つ
の
判
決
は
、
賦
課
処
分
の
一
部
取
消

（仙
台
都
市
計
画
事
業
受
益
者
負
担
金
訴
訟

・

行
録
五
三
号
二
五
一
頁
）
、
賦
課
処
分
の
容
認

（大
阪
都
市
計
画
事
業
高
速
度
軌
道
受
益
者
負
担
金
訴
訟
・
行
録
五
三
号
二
九
二
頁
）
、
と
結

論
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、

「利
益
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
に
前
記
昭
和

一
六
年
判
決
を
引
用
し
、
工
事
竣
工
後
の
将
来
発

翁

）

生
す
べ
き
利
益
は
含
ま
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、

「事
業
費
」
の
範
囲
に
つ
い
て
前
記
昭
和
七
年
五
月
二
一
日
判
決
が
寄
付
金
や
国
庫
補
助
金
を
控
除
し
て
算

出
す
べ
き
と
し
て
い
た
の
を
、
内
務
省
の
見
解
に
従
い
、
控
除
し
な
い
も
の
に
改
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
判
決
は
事
業
着
手
日
に
現
れ
た
土
地
の
経
済
的
利
益
、
す
な
わ
ち
地
価
上
昇
額
に
負
担
金
の
対
象
と
な
る
利
益
を
限
定
し
て
い
る

点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
美
濃
部
が
い
う
ょ
う
に

「都
市
計
画
事
業
に
因
り
付
近
の
土
地
に
付
い
て
生
ず
る
利
益
は
、
其
の
事
業
が
竣
工
し
て
始

め
て
発
現
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
を
単
に
地
価
の
騰
貴
の
み
に
付
い
て
見
て
も
、
事
業
着
手
の
日
に
於
い
て
既
に
完
全
な
地
価
の
騰
貴
を
見
る

こ
と
は
、
到
底
思
考
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
い
え
よ
う
。

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と
「利
益
」
概
念

当
該
地
価
騰
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し
か
し
、
こ
こ
で
は
判
例
が
な
ぜ
利
益
概
念
の
修
正
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

前
述
の
よ
う
に
我
が
国
で
は
土
地
の
利
用
関
係
の
変
化
を
生
む
前
提
を
欠
い
て
お
り
、
さ
ら
に
土
地
増
価
税
が

一
向
に
実
現
さ
れ
な
い
状
況
下

で
あ
っ
た
た
め
、
裁
判
所
は
負
担
金
を
利
用
利
益
で
合
理
化
す
る
こ
と
一を
断
念
し
、
負
担
金
に
も
土
地
増
価
税
的
な
役
割
を
担
わ
せ
、
が
つ
具

体
的
に
算
定
し
う
る
地
価
騰
貴
額
を
利
益
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
民
の
理
解
を
得
よ
う
と
を
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

スυ。（
３
）

「
地
価
騰
貴
」
説
の
問
題
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

と
こ
ろ
で
、
行
政
裁
判
所
の
前
記
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
地
価
騰
貴
を

「利
益
」
と
す
る
こ
と
は
、
■
担
金
徴
収
実
務
に
ど
の
ま
う
な
影
響

・

を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
務
が
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
要
求
に
応
え
て
負
担
金
を
徴
収
し
て
い
く
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
土
地
の

評
価
機
関
等
を
設
置
し
て
具
体
的
な
地
価
騰
貴
額
を
算
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
一

実
は
、
負
担
金
制
度
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
の
土
地
評
価
機
関
の
設
置
の
必
要
性
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
示
さ
れ
る
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ

て
い
た
こ
と
で
も
あ
つ
た
。
例
え
ば
、
昭
和
五
年
の
第
二
回
全
国
都
市
問
題
会
議
で
は
西
村
輝
一
は
徴
収
す
る
側
の
立
場
か
ら
そ
の
必
要
性
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
　
一
　
‥

「其
の
賦
課
額
が
受
益
額
に
対
し
て
超
過
す
る
如
き
こ
と
は
万
々
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
併
し
乍
ら
受
益
額
に
対
し
て
如
何
な
る
歩

合
に
当
っ
て
居
る
か
と
云
う
こ
と
を
正
確
に
判
断
す
る
の
方
法
が
定
め
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
て
負
担
金
を
賦
課
す
る
者
の
立
場
と
し
て

其
処
に
多
少
の
不
安
の
感
を
伴
う
様
な
こ
と
が
全
然
な
い
と
な
云
え
な
い
か
と
思
わ
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
頻
々
と
し
て
起
る

処
の
負
担
者
側
か
ら
の
苦
情
、
陳
胃
等
に
対
し
て
其
の
負
担
の
公
正
な
る
こ
と
を
は
つ
き
り
と
説
野
す
る
が
為
に
は
、
受
益
を
量
定
し
て
其
の

賦
課
の
根
拠
を
明
に
し
て
置
く
こ
と
、が
最
も
必
要
な
る
用
意
で
あ
る
と
思
い
ま
す
ｏ
Ｉ
私
は
官
民
ょ
り
な
る
評
定
機
関
を
設
け
て
其
の
受
益
を



評
定
せ
し
な
る
の
方
法
を
採
り
た
い
と
駐
う
も
の
で
あ
り
ま
す
」
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
土
地
評
価
制
度
を
実
際
に
採
用
し
た
負
担
金
規
定
も
存
在
し
て
い
た
。
大
工
一
一
年
八
月
七
日
内
務
省
令
第
一
七
号
の

大
阪
都
市
計
画
事
業
道
路
新
設
拡
築
受
益
者
負
担
に
関
す
る
件
が
そ
れ
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

第
七
条
　
市
長
ハ
負
担
区
ノ
エ
事
竣
成
後
一
年
内
二
評
価
委
員
フ
シ
テ
エ
事
竣
成
ノ
時
期
二
於
ケ
ル
事
業
二
因
ル
土
地
ノ
増
価
額
フ
決
定
化

シ
ム
ヘ
ツ

（以
下
略
）

第
八
条
　
評
価
委
員

ハ
都
市
計
画
委
員
会
委
員
、
名
誉
職
、
市
参
事
会
員
、
市
吏
員
及
学
識
経
験
ア
ル
者
ヨ
リ
各
二
名
フ
内
務
大
臣
二
於
テ

之
フ
命
ス

評
価
委
員
長

ハ
市
長
又
ハ
其
ノ
代
理
者
ヲ
以
テ
之
二
充
ッ

第
七
条
ノ
決
定

ハ
委
員
半
数
以
上
ノ
同
意
ア
ル
フ
要
ス
其
ノ
同
意
フ
得
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
内
務
大
臣
ノ
指
揮
フ
請
フ
ヘ
ン
此
ノ
場

合
於
テ
ハ
内
務
大
臣
増
価
額
フ
決
定
ス

増
価
額
フ
決
定
ス
ヘ
キ
土
地
二
付
キ
利
害
関
係
ア
ル
委
員

ハ
其
ノ
決
定
二
付
議
事
二
参
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

し
か
し
、
こ
の
制
度
は

「実
行
上
不
可
能
に
近
く
未
だ
之
を
適
用
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
〓
状
態
の
ま
ま
、
昭
和
八
年
に
改
正
さ
れ
同
規
定

は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
土
地
評
価
制
度
の
必
要
性
が
指
定
さ
れ
、
か
つ
実
際
に
も
採
用
し
た
規
定
が
存
在
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
な
ぜ
実

行
し
え
な
か
っ
た
の
か
は
、
そ
れ
自
体
ず
つ
の
検
討
課
題
と
い
え
よ
う
。
土
地
価
額
の
客
観
的
評
価
そ
れ
自
体
の
困
難
性
も
さ
る
こ
と
な
が

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
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ら
、
土
地
評
価
制
度
導
入
論
が
負
担
金
賦
課
過
程
へ
の
住
民
参
加
の
要
求
と
運
動
す
る
も
の
で
あ
％
ｗ

従
？
て
負
担
金
賦
課
権
限
は
行
政
庁
に
、

あ
り
地
方
議
会
は
関
与
し
え
な
い
と
す
る
内
務
省
の
見
解
を
実
質
的
に
否
定
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
等
も
微
妙
な
影
響
を
あ
た
え
て

い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
ょ
、
土
地
評
価
制
度
を
実
行
し
え
な
い
と
い
う
現
実
は
、
行
政
裁
判
所
が

「利
益
」
を
限
定
し
て
工
事
に
よ
る
地
価
騰
貴
と
し

た
も
の
の
、
そ
の
合
理
性
を
担
保
す
る
手
段
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
で
は
自
治
体
は
安
心
し
て
負
担
金
を
徴
収
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
裁
判
所
の
要
求
は
自
治
体
に
と
っ
て
一
層
負
担
金
徴
収
を

‐
困
難
か
つ
魅
力
の
な
い
も
の
に
し

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（３３
）

例
え
ば
ヽ
東
京
に
つ
い
て
は
、
小
田
忠
夫
・、前
掲
・
都
市
問
題
二
一巻
四
号
一
七
九
買
以
下
、
大
阪
に
つ
い
で
は
大
塚
辰
治
「最
近
問
題
化
せ
る
受
益

者
負
担
金
に
就
い
て
」
大
阪
第
八
巻

一
一
号

（昭
和
七
年
）
二
頁
以
下
、
松
山
市
に
つ
い
て
は
奥
平
清
貞

「道
路
工
事
費
受
益
者
負
担
規
定
の
運
用
」
道

路
の
改
良

一
〇
巻

一
二
号

（昭
和
三
年
）
五
四
頁
以
下
、
等
を
参
照
。
ま
た
、
京
都
の
反
対
運
動
と
そ
の
論
理
に
つ
い
て
は
石
日
頼
房
＝
古
里
実

「京
都

都
市
計
画
道
路
事
業
受
益
者
負
担
金
反
対
運
動

（
一
九
二
四
と

一
九
四
〇
）
に
つ
い
て
」
都
市
計
画
別
冊
昭
和
五
五
年
度
学
術
研
究
論
文
集

一
五
号
二
五

頁
以
下
が
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
訴
訟
の
訴
願
段
階
に
お
け
る
原
告
の
主
張
に
つ
い
て
は
法
律
新
聞
二
五
九
〇
号

（大
正
一
五
年
九
月

一
五
日
号
）
六
頁
以
下
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
田
頼
房
＝
古
里
実

上
削
掲
論
文
二
八
頁
も
参
照
。

例
え
ば
、
飯
沼

一
省

「受
益
者
負
担
論
」
自
治
研
究
三
巻

一
号

（昭
和
二
年
）
五
三
頁
、
中
平
光
治

「
大
阪
市
に
於
る
現
行
下
水
道
負
担
規
定
に
つ
い

て
」
大
阪

一
二
巻

一
一
号

（昭
和

一
一
年
）
匹
一
責
、
申
田
政
美

・
判
例
評
釈
・
自
治
研
究
七
巻
一
号

一
八
〇
頁
。

（
”
）

美
濃
部
達
吉

『評
釈
公
法
判
例
体
系

・
下
巻
』
有
斐
閣

（昭
和
八
年
）
四
〇
九
２
四
一
〇
頁
、
同

『公
用
負
担
法
』
日
本
評
論
社
三
二
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
杉
村
章
三
郎

「受
益
者
負
担
賦
課
の
条
件
お
よ
び
標
準
」
自
治
研
究
二
〇
巻
七
号

（昭
和
一
九
年
）
二
九
頁
は
こ
う
し
た
強
い
利
益
推
定
に
対
し

て

「或
は
む
し
ろ
指
定
負
担
者
に
対
し
て
は
初
め
か
ら
受
益
を
推
定
し
た
方
が
徹
底
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。

（田
）

美
濃
部
・
前
掲

『評
釈
公
法
判
例
体
系
¨
下
巻
』
四
一
〇
頁

（
３９
）

な
お
、
こ
の
結
論
は
前
記
昭
和
五
年
の
中
間
判
決
で
も
既
に
示
さ
れ
て
い
た
。
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）

な
お
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
原
告
側
鑑
定
人
の
地
価
騰
貴
が
生
じ
て
い
な
い
と
す
る
鑑
定
書
を
採
用
せ
ず
、
都
市
計
画
事
業
に
よ
り
利
益
が
有
る
こ
と
を

一迦
提
と
す
る
鑑
定
書
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
一
貫
し
て
強
度
の
利
益
推
定
を
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

（
４．
）

内
務
省
は
昭
和
七
年
判
決
以
後
も
こ
の
判
決
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
控
除
し
な
い
で
計
算
す
べ
く
指
導
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
黒
川
弘

「受
益
者
負

担
制
度
ｏ
二
」
自
治
研
究
四
五
巻
八
号

（昭
和
四
四
年
）
一
三
七
頁
参
照
。
な
お
、
杉
村

上
田
掲
三
一
頁
は
「
も
し
極
端
な
場
合
を
考
え
て
工
事
費

の

全
額
に
相
当
す
る
寄
付
金
な
り
補
助
金
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
受
益
者
負
担
金
は
之
を
課
す
る
目
的
を
失
う
も
の
と
云
わ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
」
と
し
つ
つ

も
、
現
実
に
は
か
か
る
事
態
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
結
論
を
支
持
し
て
い
る
。
美
濃
部
達
吉
・
判
例
評
釈
・
法
学
協
会
雑
誌
六
二
巻

二
号

（昭
和

一
八

年
）
二
四
六
頁
も
ほ
ぼ
同
旨
。

（
４２
）

美
濃
部
・
判
例
評
釈
・
法
学
協
会
雑
誌
六
〇
巻

一
号

（昭
和

一
六
年
）
〓
二
八
頁
。
な
お
美
濃
部
は
こ
の
点
を
批
判
す
る
際
に
「
利
益
」
の
内
容
に
つ

い
て
、

「
『都
市
計
画
事
業
に
因
り
著
し
く
利
益
を
受
く
る
者
』
と
は
、
都
市
計
画
事
業
の
執
行
せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
其
の
付
近
の
土
地
が
交
通
上

営
業
上
衛
生
上
其
の
他
種
々
の
関
係
に
於
い
て
著
し
く
便
益
を
増
加
す
る
為
め
に
、
其
の
便
益
を
享
受
す
る
者
と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
も
の
」
と
述

べ
】
”
】
一

こ
い
よ
う
に
肛
舞
肛
に
＝
群
が
鱚
す、
卜
」
ヽ
「利，群
」
．の
存
無
を
具
体
的‐
に
争
う
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
の
に
も
力、
か
わ
ら
ず
、
実
質
け
に

は
負
担
義
務
者
の
争
う
道
を
開
じ
て
し
ま
う
も
の
に
な
り
、
美
濃
部
が
批
判
し
た
第
一期
の
判
例
と
大
差
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

（
４３
）

西
村
輝

一
「受
益
者
負
担
金
賦
課
上
の
若
千
問
題
」

（東
京
市
政
調
査
会

『第
二
回
全
国
都
市
問
題
会
議
一
議
事
要
録
』
＝
以
下

『要
録
』
と
略
す
）

・一　

四
二
七
ｔ
四
二
八
買
。
な
お
、
こ
の
会
議
で
は
、
松
山
市
役
所

「
受
益
者
負
担
金
制
の
研
究
問
題
」
余
鎧
卿
『研
究
』
四
五
五
頁
以
下
）
で
も
ほ
ぼ
同
様
の

提
言
が
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
議
員
の
立
場
か
ら
地
価
評
価
委
員
会
の
設
置
を
提
言
し
て
い
る
も
の
も
あ
り

（
『要
録
』
二
八
七
頁
の
佐
藤
議
員
の
発
言

参
照
）
、
こ
の
会
議
の
ま
と
め
と
も
い
う
べ
き
進
言
書
の
進
言
項
目
に
評
価
機
関
の
設
置
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（第
二
議
題
関
係

・
口
・
五
、

『要
録
』

一一一一ハ　一
言只
）　。

（４
）

大
塚
辰
治

「
道
路
受
益
者
負
担
の
改
正
に
就
い
て
」
大
阪
九
巻
六
号

（昭
和
八
年
）
七
〇
頁
。

（
４５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
畠
山
千
代
治

「
土
地
評
価
主
義
に
就
い
て
」
前
掲

『要
録
』
二
三
二
頁
以
下
参
照
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

（
４６
）

例
え
ば
、
岡
野
文
之
助

「受
益
者
負
担
金
制
の
拡
充
」

（前
掲

『研
究
』
）
四
五
四
頁
や
同

「
地
方
財
政
の
於
る
受
益
者
負
担
制
の
再
吟
味
」
財
政
経

済
時
報
一
七
巻

一
二
号

（昭
和
五
年
）

一
三
頁
は
負
担
金
決
定
過
程
へ
の
住
民
参
加
の
観
点
か
ら
土
地
評
価
制
度
の
必
要
性
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
横
畠

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念

〓
〓

(有)コピング



法

ヽ
経
研
究
三
六
巻
二
号

（
一
九
八
七
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
一

正
彦

「
受
益
者
負
担
金
制
度
の
本
質
」
市
政
研
究
二
号

（昭
和
九
年
）
二
〇

一
頁
も

「
租
税
の
決
定
に
つ
い
て
は
市
会
の
議
決
を
要
す
る
事
は
当
然
と
せ

ら
れ
て
い
る
”
然
る
に
租
税
と
実
質
上
異
ら
ぎ
る
負
担
金
に
つ
い
　
・
て
は
市
民
の
意
思
は
少
し
も
参
与
さ
れ
て
は
い
な
い
。
１
余
り
に
も
官
僚
的
で
あ
り
、

ア
マ
ク
グ
リ
的
で
あ
り
、　
一
方
的
で
は
な
か
ろ
う
か
。
受
益
者
負
担
制
度
に
対
す
る
市
民
の
不
平
の
原
因
は
こ
こ
に
存
す
る
と
も
云
く
る
」
と
主
張
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
主
と
し
て
土
地
評
価
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
た
。

お

わ

り

に

本

‐稿
で
は
、
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
制
度
が
十
分
な
展
開
を
な
し
え
な
か
つ
た
要
因
を
主
と
し
て

「
利
益
」
概
念
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
み

た
。
　
　
　
　
　
　
′

そ
の
結
論
と
し
て
「
負
担
金
制
度
が
十
分
な
発
展
を
な
し
え
な
か
つ
た
要
因
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国

の
受
益
者
負
担
金
制
度
は
土
地
所
有
者
に
対
す
る
負
担
制
度
と
し
て
で
は
な
く
、
土
地
利
用
に
対
す
る
負
担
制
度
と
し
て
成
立
し
た
が
、
都
市

計
画
に

‐よ
つ
て
土
地
の
刑
媚

，関
係
に
著
ｔ
い
変
化
が
生
じ
る
と
い
う
前
提
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
負
担
者
の
納
得
が
得
ら
れ
ず
、
多
く
の
訴
訟

が
提
起
さ
れ
た
。　
一
方
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
地
価
騰
貴
を
負
担
義
務
者
の
受
け
た
利
益
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
の
納
得
を
得
よ
う

と
試
み
た
が
、
か
か
る
Ｌ
利
益
」
を
具
体
的
に
担
保
す
る
た
め
の
土
地
評
価
制
度
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が

一
層
負
担
金
徴
収
を

困
難
な
も‐
の
に
ｔ
て
し
ま

，
た
、
と
。
結
局
、
負
担
金
制
度
が
発
展
し
え
な
い
根
本
的
理
由
は
都
市
計
画
と
土
地
利
用
の
変
化
が
整
合
的
に
さ

れ
て
い
な
い
我
が
国
の
都
市
計
画
法
制
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、受
益
者
負
担
金
制
度
は
戦
後
に
な
る
と
都
市
計
画
の
財
源
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
り
、
わ
ず
か
に
下
水
道
事
業
等
に

の
み
使
わ
れ
が
こ
ど
に
な
稀
暉
し
か
し
ヽ
戦
衡
の
下
水
首
事
業
の
場
合
に
も
本
稿
で
指
綺
し
た
矛
盾
が
解
決
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
ぐ
、
同

様
な
矛
盾
を
か
か
を
た
ま
■
徴
収
・
運

‥用さ
れ
て
い
る
に
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．



（
″
）

戦
後
は
む
し
ろ
土
地
区
画
整
理
法
上
の

「
減
歩
」
制
度
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

「
減
歩
」
制
度
に
お
い
て
も
、
土
地
区
画
整
理
が
土
地
利
用
の

質
的
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
場
合
に
は
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
負
担
金
と
同
様
の
問
題

・
批
判
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
吉
田

克
己

「
土
地
区
画
整
理
と
住
民
運
動
」

（渡
辺
洋
三
＝
稲
本
洋
之
助
編

『
現
代
土
地
法
の
研
究

（上
）
』
岩
波
書
店
、　
一
九
八
二
年
）
二
三
五
頁
以
下
を

参
照
。

（
４８
）

戦
後
受
益
者
負
担
金
制
度
が
復
活
す
る
の
は
昭
和
二
三
年
の
福
井
市
の
公
共
下
水
道
工
事
か
ら
で
あ
る
が
、
本
格
化
す
る
の
は
周
知
の
と
お
り
、
昭
和

四
〇
年
に
負
担
金
制
度
採
用
都
市
に
国
庫
補
助
及
起
債
の
許
可
を
優
先
す
る
と
し
た
建
設
省
通
達

（昭
和
四
〇
年

一
〇
月
二
五
日
建
設
都

発
第

一
六
〇

号
）
が
示
さ
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

（
４９
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
下
水
道
受
益
者
負
担
金
に
お
け
る

『利
益
』
概
念
」

（小
林
直
樹
＝
北
野
弘
久
編

『現
代
財
政
法
の
基
本
問
題
』
岩
波

書
店
、
昭
和
六
二
年
）

〓
ハ
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

我
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
受
益
者
負
担
金
法
制
と

「
利
益
」
概
念

一一一一一一


